
国際資金循環と債務累積＊
一産油国を中心としたケース・スタディー

渡部　福太郎

1　国際資金循環における産油国

　の位置

　1973年におけるOPEC諸国の石油価格の

大幅引上げは，それ以前における国際資金循

環に大きい影響をあたえた。それはOPEC

諸国の大幅な国際収支の黒字の発生によって，

それらの国には巨額の余剰ドルが蓄積される

ことになり，その余剰ドルの国際的な還流は

従来の国際資金の流れをかえることになって

しまったからである。

　他方において，非産油開発途上国は，石油

価格の上昇とそれに誘発された先進工業国の

インフレーションによって国際収支に大幅な

赤字の拡大を余儀なくされた。非産油開発途

上国の債務累積の増大は，こうして生じた国

際収支の悪化を原因とするものである。こう

して，この債務累積は国際資金循環における

大きな問題として登場するにいたった。

　その上，先進工業国，とくにアメリカやヨ

ーロッパ諸国の民間銀行へ流れた余剰ドルは，

先進工業国の不況にもとつく低い資金需要と

あいまって，非産油開発途上国へ融資され，

民間の金融機関を通じる余剰ドルの「リサイ

クリング」が生じた。これは，国際資金循環

のプロセスで，民間の金融機関が非産油開発

途上国への資金供給に重要な役割を果たした

とみられている現象である。この側面におけ
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る民間の金融機関の登場は非産油開発途上国

の債務累積問題に一りの新しい問題をつけ加

えることになった。

　さらに，この問題の直接的な原因は産油国

の大幅な余剰ドルの蓄積である以上，産油国

がもしその余剰ドルの一部を直接に非産油開

発途上国へ供給するならぽ，その様相に若干

の変化が生じることは確実である。非産油開

発途上国への援助が産油国によって直接かつ

充分におこなわれるならば，先進工業国がそ

の苦しい国際収支のもとで援助するという重

い負担を軽減することができる。しかし，産

油国にはそれなりの理由があってそれは不充

分にしかおこなわれていない。その理由のな

かでもっとも大きいものが，産油国自体の経

済社会開発である。産油国は巨額の余剰ドル

をもつとはいえ，決して工業国ではなく，開

発促進を必要とする開発途上国である。開発

のためには多くの資金が必要であり，その資

金を石油収入によって獲得している。また，

石油価格の引上げによってようやく獲得した

資金を不安定で不確実なところ，すなわち，

非産油開発途上国で運用するわけにはいかな

い。

　さらに，産油国とはいっても，充分な開発

をおこなうにはなお資金は不足しているとい

う国もある。産油国のすべてが余剰ドルをも

っているわけではない。たとえば，サウジァ

ラビアは余剰ドルをもつが，インドネシヤや



イランは余剰ドルをもってはいない。石油資

源の将来についての予測も国によってことな

る。したがって，産油国の資金と非産油開発

途上国の需要とを直接に結びつけることは決

して簡単なことではない。

　産油国がどのような開発計画をもつかによ

って国際資金循環と債務累積の将来もかわる

可能性をもっている。たとえぽ産油国が経済

開発にょって石油化学工業を確立するとしよ

う。その過程で多くの資本財を輸入しなけれ

ばならず，また確立後はその生産物の輸出市

場が必要となる。

　このように，開発計画をどの程度の規模と

し，また，開発政策をどのようなテンポで押

し進めていくかによって，

　（1）その輸入規模がことなってくる。それ

は産油国の余剰ドルの蓄積のテンポを左右す

ることになる。

　（2）さらに，その国に工業製品の供給能力

ができることによって，産油国における輸入

代替と輸出開拓とがおこってくる。

　これらは長期的には国際資金循環のパター

ンの変化をひぎおこすであろう。したがって，

産油国の経済社会開発計画がどのように押し

進められるかは，国際資金循環や債務累積問

題とは切り離しえないのである。産油国と先

進工業国と非産油開発途上国，これら三つの

グループの経済は，資金の供給，対外援助，

経済協力などのネットワークを通じて結びつ

けられており，それがどのようなパターンを

とって進行するかによって，資金循環と債務

累積のパターンに変化が生じる。それらの要

因の中間に，それぞれの経済の経済社会開発

のテンポと内容，経済成長速度と産業構造の

変化，インフレーションの進行速度など，多

様な要因が介在する。

　以下の分析において，われわれは，とくに

産油国に焦点をあわせ，国際資金循環と債務

累積の視点からその経済を分析し，あわせて，

先進工業国が債務累積とどのように係わりあ
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っているかを考察しようと思う。対象として

取り上げた産油国はサウジアラビア，インド

ネシヤ，イランの三つの産油国であり，先進

工業国からイギリスとフランスを選んだ。先

進工業国については債務累積問題との関連に

おいてのみ，その見解をみるという形をとり，

分析の中心はあくまでも上記の三つの産油国

である。前半において，産油国経済の特徴を

上記の視点から分析し，後半において，先進

工業国と産油国の政府機関と民間機関の双方

についておこなったヒヤリングの内容をまと

めた。全体として，国際資金循環と債務累積

問題の広い視点からの展望があたえられるよ

うにしたつもりである。

＊この論文は，1978年1月から2月にかけてお

こなったサウジアラビア，インドネシヤ，イラ

ソ，イギリス，フラソスの5ヵ国における調査

にもとついており，筆老が担当した部分の内容

に，さらに加筆修正をほどこし，学習院大学経

済学部における，筆老の「国際金融論」の講義

の参考に資するために，作成されたものである。

この調査の機会をあたえられた日本経済調査協

議会に謝意を表したい。

2　石油価格引上げ後の産油国経済

一余剰ドル・経済開発・インフレー

　　ショソー

2－1産油国に共通した問題

　石油価格の「大幅な」引上げ以後において，

産油国の経済は，従前とは異なった活動状況

に達したかにみえる。しかし，経済の実態的

な環境においてとくに変わった点が突然に出

たわけではない。砂漠の国は砂漠であり，人

口過密（過少）の国は依然として過密（過少）

である。そこでの経済活動水準の変化がやが

ては砂漠に近代工業を確立し，過密（過少）

な人口が高能率の労働力に転化し，それが社

会的・政治的・文化的構造を変化させること
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になるかもしれない。その片鱗が出現しつつ

あることは認められるが，経済状況がその方

向へ向って徐々に変わりつつあるということ

以上にはいえない。

　石油の供給能力が保持されている限り，産

油国は経済を発展させていくことができる。

その供給能力は，石油価格の「大幅な」引上

げによって，帰属価値を高められた。産油国

の経済状況の急速な変化への引き金は，この

石油供給能力の帰属価値の引上げによって引

かれた。「オイル・ショック」とは大量な石

油消費の上に成り立つ先進工業国の側からの

事態の見方である。産油国にとって，それは

単に「石油価格の引上げ」にしかすぎない。

イランのある政府高官は，　「石油価格引上げ

以前の状況こそわれわれにはショックであっ

た」といった。石油供給能力の低下とともに

その帰属価値は逆に高まるであろう。それは，

代替エネルギーがそれにとって替らない限り，

不変の傾向である。産油国の経済開発はその

不変の傾向の上に存立している。

　訪問した産油国，サウジアラビア，インド

ネシヤ，イランの三国は，現在の産油国のあ

る側面をそれぞれ代表する。サラジアラビア

は巨額な対外金融資産をもち，それを年々大

幅に増大させている。インドネシヤは僅かな

（対外）金融資産すらもたず，　年々対外債務

を増大させている。イランは中間的な位置に

あり，相当な水準の対外金融資産をもち，他

方，年々対外債務を追加させてはいるが，ネ

ットではその対外金融資産を増加させている。

その点を考慮すると，産油国は，

　①対外債権を年々追加し，対外金融資産

　　を増加させているグループ

　②対外借入れをしているが，ネットでは

　　対外金融資産を増加させているグループ

　③対外借入れを年々追加し，対外債務残

　　高を増大させているグループ

の三つのグループにわかれる。サウジアラビ

ァ，インドネシヤ，イラン，これら三つの国
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はそれぞれそのグループを代表している国で

ある。

　サウジアラビア，インドネシヤ，イランの三

国は，このようにそれぞれその属するグルー

プは異なっているが，それら三国の経済状況

には，共通に見出される三つの特徴的な現象

がある。

　その一つは石油価格の大幅な引上げがもた

らした石油収入の大幅な増大である。

　第二は増大した石油収入をバックとした野

心的な国内開発計画の策定とその実行である。

　第三は開発支出の急激な増大によってもた

らされた激しいインフレーションである。

　もちろん，それぞれの国の石油輸出による

収入の増大幅は異なっており，石油輸出量に

応じてその収入増大の幅には大きい差がある。

しかし，石油価格の大幅上昇が国際収支に大

幅な黒字をもたらした点は三国に共通してお

り，国によって程度は異なるが，それが野心

的な国内開発計画の策定への基礎となり，ま

たそれにつづくインフレーションの原因とな

ったことも共通している。さらにもう一つ追

加すべき点は，開発政策の実施にともなって

生じた労働力における隙路の問題である。こ

れは特定の型の労働力の不足という形をとっ

たり，単純労働力の不足という形をとったり

しており，国によってその不足の形態は異な

っている。

　以下，これらの諸現象について項目をわけ

て考察することにしたい。

2－2　貿易収支・経常収支の特徴

　サウジアラビアの場合，石油収入は経常収

入の約95％に達しており，イランの場合にも，

約85％ほどが石油収入である。インドネシヤ

の場合には，総輸出の70％がそうである。し

たがって，1973年からの石油価格の大幅引上

げにより，その対外収入は一挙に大幅に増大



サウジアラビアの国際収支

1973 1974 1975 1976 1977

輸　出

輸入
貿易収支

財・サービス収入

財・サービス支払

経常収支

SAMA資産増加

325

85

240

350

271

79

604

1，230

　146

1，084

1，301

　510

　791

　635

1，008

　270

　738

1，152

　577

　575

　577

1，310

　370

　940

100

1，441

　437

1，004

（注）単位：億リアド

イソドネシャの国際収支

1975／76　1976／77　1977／78（推定）

輸　出　　　71．5

輸　入　　　60．2

貿易収支　　11．3

総合収支　一3．6

92．1

79．2

ユ2．9

10．0

104．0

88．6

15．4

　8．4

（注）単位：億ドル

イラソの国際収支

1974／75　　1975／76　　1976／77
（2533）　　　（2534）　　　（2535）

財・サービス収入

財・サービス支出

財・サ’ビス収支

資本収支

209

124

　85

－33

220　　　244

191　　　202

　29　　　42

－36　　－18

（注）単位：億ドル

することになったのは当然のことであった。

上の表はこれら三国の国際収支であるが，サ

ウジアラビアとインドネシヤの場合には，19

75年，76年，77年と漸次その貿易収支の黒字

幅が拡大しており，イランの場合にも財・サ

ービスの取引収支は75年，76年とその黒字幅

が増大している。

　しかし，今後については様相が異なってい

る。いずれの国の場合にも対外収支の黒字幅

は，何らかの意味において縮小するとみられ

ているからである。

　サウジアラビアの場合についてみると，貿

易収支の黒字幅は78年からは縮小すると予想

されているし，経常収支の黒字幅は76年から
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大幅に減少している。

　インドネシヤの場合，貿易収支の黒字幅は，

77年にひきつづき，翌78年にも拡大すると予

想されているが，財・サービスの取引収支で

みると，事態は逆である。財・サービス収支

を1975／76年でみると，約85百万ドルの大幅

赤字となっている。翌76／77年にそれは8百

万ドルに縮小したが，77／78年trこは再び増勢

に転じてしまった。その赤字は9百万ドル

に増大すると予測されている。総合収支の黒

字幅も同じく縮小するとみられ，1976／77年

に10億ドルほどあった黒字は，77／78年には

8．4億ドル程度に減少するものと予想されて

いる。

　イランの場合，貿易収支についてみる限り

は，はっきりとした黒字縮小はみられない。

1974／75年に貿易収支の黒字は1，230万ドル

であり，翌75／76年にはそれが440万ドルに

低下したが，76／77年には740万ドルに増大

している。しかし，サービス取引を含めると

見通しは悪い。財。サービスの取引収支は，

77／78年には，前年の42億ドルから20億ドル

程度に減少すると予想されているからである。

　現地において入手した対外取引収支のデー

タには，比較可能な数値が示されていないの

が難点であるが，いずれにせよその対外収支

の今後は，漸次その黒字幅を縮小するか，あ

るいは赤字を示すとの見方が示されていた。

開発政策の推進にともなう輸入の増大あるい

は対外援助支出の増大などが，その理由であ
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産油諸国の経常収支黒字額

実績見込み　予想
1976年　1977年　1978年

1．石油およびNGL輸出　118
2．　その他商品輸出　　　　　7

3．サービス輸出　　　　　6

131　　139

　9　　10

　7　　　9

輸出小計 132 147　　158

1．商品輸入

2．サービス輸入

一68　　　　－85　　　　－99

－30　　　　－36　　　　－41

輸入小計 一99　　　－120　　　－140

財・サービス収支

投資収入（純）

り
0
【
U

3
7
0
0

2

8
0

1
1
↓

経常収支の黒字 38 35 28

（注）単位：10億ドル．四捨五入のため合計は必ずし

　も一i敗しない．

　るとみられている。それにもかかわらず，

その石油輸出を中心とする輸出収入は増大を

つづけるものとみられ，その収入増加が，そ

れらの国の経済社会開発の推進の財政的基礎

となっていることには変わりがない。その意

味で，対外取引における収入の拡大は今後に

おいても開発の原動力なのである。

　これら産油国のみならず，OPEC諸国全

般にわたって，こうした対外収支の黒字の漸

次的な減少傾向がみられることは，他の調査

機関によっても示されている。たとえば，モ

ルガン・ギャランティの予測（1977年11月）

によると，OPEC諸国の経常収支の黒字幅

は，左上の表に示されているごとく，1976年

の380億ドルから低下して，77年には350億

ドルとなり，78年にはそれが280億ドルにな

ると予測されている。もちろん，石油および

NGLの輸出が減少するからではなく，輸入

が大幅に増大していくからである。すなわち，

石油およびNGLの輸出は1976年に1，180億

ドルであったが，77年には1，310億ドルにな

っていると予想され，78年には，それは1，39

0億ドルまで増加するとみられている。これ

に対し，輸入は1976年の実績990億ドルから
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さらに大幅に増加して77年には1，200億ドル

に達したとみられ，78年には同じく大幅に増

加して1，400億ドルになると予想されている。

その他の商品の取引もあるので，財・サービ

ス収支は赤字とはならないが，その収支残は

ごくわずかである。したがって，サウジァラ

ビア，インドネシヤ，イラン三国の国際収支

の構造の変化傾向は，OPEC諸国に共通し

た傾向なのである。

　もちろん，経常収支の黒字幅が縮小すると

はいえ，海外資産残高は増大をつづけていく

ことには変わりがない。次頁左上の表のごと

く，サウジアラビアは1976年に560億ドルの

海外資産残高をもっているが，77年にはそれ

が680億ドルに増大するとみられ，78年にな

ると，それはさらに増大して，770億ドルに

なるとみられている。ただし，比較的に対外

債務が問題とみられているインドネシヤの場

合においては，逆に，対外債務残高は増加す

ると観測されている。すなわち，1976年に90

億ドルの債務残高を保有していたが，77年に

おいてはどうやら横ばいと見込まれているも

のの，78年には事態は悪化し，100億ドルに

達するものと予想されている。これにたいし，

イランは対外借入れをおこなっているとはい

え，海外資産残高は，1976年の実績で180億

ドルとなっている。しかし，77年の残高は40

億ドルほど増大して220億ドルになると見込

まれており，さらに78年には260億ドルに増

大すると予想されている。

　いうまでもなく，サウジアラビアの海外資

産残高はOPEC諸国のなかではずば抜けて

おり，この資産の運用形態とその変化が国際

金融市場へ大きい変動をあたえる可能性をも

っており，また債務累積問題や国際資金循環

にも大きい影響力をもっている点は今後とも

変わりがない。

　サウジアラビア，インドネシヤ，イランの

三国がそれぞれ異なった開発金融条件をもっ

ているにもかかわらず，いずれも1973年以降



産油諸国の純海外資産

実績　見込み　予　想
1976年　1977年　1978年

サウジアラビア

クウェート

アラブ首長国連邦

カタール

　小　計

56　　　68　　　77

25　　　31　　　38

12　　　16　　　21

4　　　5　　　5
96　　　　120　　　　141

イラソ

ベネズエラ

リビア

イラク

ナイジェリア

エクアドル

ガボソ

アルジェリア

イソドネシヤ

　小　計

合　計

0
0
0
リ
ハ
O
F
D
F
O

1

1
3
0
り
0

一
一
一
3

2
0
8
7
3
1
1
4
9
5

2
1
　
　一
一
一
一
3

26

10

　9

　8

　1
－1

－2

－6

－10

　37

126　　　　155　　　　178

（注）　単位：10億ドル，年末現在．四捨五入のため合計

　は必ずしも一致しない．

石油収入の増大を背景にしてその開発政策を

これまで以上に押し進める方針をとってきた

のは，自国の石油資源の将来にあまり楽観的

でない見通しを抱いているからである。これ

らの点をふくめ，さらに詳しくはつぎに示さ

れる各国別のヒヤリングの項をみられたい。

っている。サウジアラビアのごとく，先進国の

有力なブレインの援助をうけて計画を策定す

る国もあれぽ，イランのごとく，自力でもって

計画を策定する国もある。どのようなやり方

をとるにせよ，その内容はその国のおかれた

経済的・社会的・政治的条件に強く依存する。

　したがって，エコノメトリック・モデルを

使用したかどうか，個別プロジェクトの積上

げや計画量のバランスをとる方式をとったか

どうか，などの開発計画の策定方式について

言及することはあまり意味がない。以下にお

いては，開発計画の策定方式ではなく，開発

計画そのものの特徴を，訪問した三国での会

談と入手資料にもとついて考察することにし

たい。

2－3開発計画

　2－3－〔1〕　開発計画の策定

　産油国のすべてがそうであるとはいえない

かもしれないが，石油収入の増大は，経済社

会開発支出の大幅な増大と結びついた。サウ

ジアラビヤ，インドネシヤ，イランの三国の

場合においても，1973年以後，開発支出の増

大は顕著であった。

　経済社会開発計画を策定することによって

開発政策を押し進めるという方式は，三国に

共通にみられた方式であるが，その具体的な

やり方，方針など，それぞれの国で当然異な
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　2－3－〔2〕　サウジアラビア

　もっとも明瞭に開発政策の積極的拡大がは

かられたのはサウジアラビアである。サウジ

アラビアは，産油国のなかではもっとも急速

に開発建設が行なわれている国である。この

国の第2次5ヵ年計画は第1次5ヵ年計画を

大幅に上回る巨額な内容である。1975年度か

ら80年度までの期間を対象とするこの第2次

5ヵ年計画において，その総支出規模は第1

次5ヵ年計画の9倍にもおよぶものとなって

いる。この規模の驚くべき拡大は，いうまで

もなく，膨大な石油収入の増大によって可能

となったものである。

　第2次5ヵ年計画の柱は経済資源開発，人

的資源開発，社会開発，インフラストラクチ

ュァ開発の四つであるが，そのなかで，もっ

とも大きいウェイトを占めるのがインフラス

トラクチュア開発である。次頁左上の表に示

されているごとく，それは総支出計画の22．7

％を占めており，港湾の改善計画を筆頭に輸

送，通信，住宅等の建設が主要内容となって

いる。

　つづいて大きいのは経済開発であるが，こ

れは総支出計画の18．　5％となっていて，水資
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サウジアラビアの第2次開発計画の規模 サウジアラビアの開発支出増加倍率

経済資源開発　　　　　　　　92，135　（18，5）

人的資源開発　　　　　　　　80，124　（16．1）

社会開発　　　　　　　　　　33，213　（6，7）

インフラストラクチュア開発　112，945　（22．7）

経済開発　　　　　　　　　　　　15．3倍

人的資源開発　　　　　　　　　7．9倍

社会開発　　　　　　　　　　　13．6倍

イソフラストラクチュア開発　　　8．0倍

計 318，417　　（63．9）

（注）単位：100万リアル．

　　括弧内の数値は総支出規摸にたいする構成

　比（％表示）．ここには示さなかったが，軍事

　・行政関係支出があるのでそれを加えると100

　％になる，

源開発，農業開発，石油開発，鉱物資源開発，

電力開発，製造工業開発，建設（建物，土木

工事）などがその主要内容となっている。人

的資源開発が第3番目の柱であるが，16．1％

となっており，教育，訓練に主力がそそがれて

いる。社会開発のウェイトはもっとも小さく，

総支出計画の6．7％を占めているにしかすぎ

ない。

　しかし，その四つの大きい開発計画の柱に

つけられたウェイトは，第1次5ヵ年計画に

比較するとき，かなり変化していることがわ

かる。それは，、第1次5ヵ年計画におけるそ

れぞれの支出計画にたいする増加倍率をみれ

ぽはっきりする。その増加倍率はつぎの表に

示すごとくになっている。

　これから見て明らかなごとく，経済開発に

は，依然として大きいウェイトがかけられて

いるが，つづいて大きいウェイトをかけられ

るにいたっkのは社会開発である。保健や社

会保障についての配慮が高まり，社会問題に

以前よりも注意をむけるにいたったことが，

ここにはっきりと表われている。サウジアラ

ビァが，経済開発をなお第一義的に重視して

いると同時に，経済水準の増大にともなって

しだいにその重要性と問題性をました社会的

・分配的側面をも重視していることが，ここ

から明瞭になる。他の二つの開発項目の支出

増加倍率が小さいとはいえ，8倍というのは

それ自体として大きいことは確かである。総

体としてみるならば，第2次5ヵ年計画の支
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出計画の増大はきわめて大きいといわざるを

えない。

　サウジアラビアの場合，開発支出は政府の

財政支出をとおしておこなわれる。民間部門

は存在するが，開発計画という視点からみる

とき，ほとんど無視しうる程度であり，開発

支出の増減，したがってまた，国内通貨供給

の増減は，政府の開発政策の推進のテンポに

全面的に依存している。

　2－3－〔3〕　インドネシヤ

　社会開発へのウェイトの増大と計画規模の

拡大とは，サウジアラビアの場合と比較する

わけにはいかないが，インドネシヤの場合に

もあてはまる。生活水準の上昇と社会福祉の

向上を，その開発計画の主要目標としてかか

げているところからも，1974年から79年にわ

たる第2次開発計画において，社会開発への

ウェイトが高まったことははっきりしており，

インドネシヤ側の高官との会談においても，

そのことが強く言及されていた。経済開発に

依然として重点をおきながらも，所得格差の

拡大や都市問題の増大などに対処することが

必要になったのである。

　経済開発投資は第1次開発計画の2倍に引

き上げられている。すでに第2次開発計画は，

第1次開発計画におけると同じく，全体とし

て計画を上回っている。インドネシヤの場合，

対外債務累積が大きい問題である事態が象徴

するごとく，外国からの援助資金が支出計画

に組み込まれ，それなしには計画は進行しえ

ない。開発計画において，開発支出にたいす

る海外資金援助（開発収入，Development　Re・

venue）の比率は，開発計画の資金面を示す

もので，インドネシヤではその比率の計画値
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1975／76

1976／77

1977／78

1978／79

計画値

　19．7

　19．7

　18．7

　15．9

実績値

　35．2

　38．2

　35．2＊

　34．9＊

修鵯値擁前第・次計画

総開発支出投資

（注）数値はパーセント表示．

　　＊印は予想値を示す．

をかかげている。その比率の計画値と実績値

は大きい関心事であるが，その両者を対比さ

せでみると，左上の表に示すごとくになって

いる。インドネシヤにおいて，外国からの資

金援助が開発計画の実行にあたっていかに大

きいウェイトを占めているかがわかる。石油

収入の増大が経済開発を押し進めるのに大き

い役割を演じたが，それにもかかわらず，海

外からの援助が開発政策の推進に不可欠の役

割を演じていることが上の数値からはっきり

する。インドネシヤが計画を上回る経済開発

を実現してきたことの背景には，この援助の

増大のあったことを指摘しておく必要があろ

う。

　なお，ヒヤリングをおこなった段階では，

第3次5ヵ年計画の具体的内容は公表されて

いなかったことを付記しておく。

公共部門

　その増加率

民間部門

　その増加率

GNP成長率
一人当りGNP
　その増加率

人口増加率

　4，698　　2，416

（＄69．6）

　3，118　　－
　（38，1％）

　1，580　　　　　　－
　（17．7％）　　　　　　　　　12．9％

　25．9％　　　　　　　　　11．2％0

　1，356　　　　　　－
　22．3％　　　　　　　　　　7．7％

　　2．9％　　　　　　　　　　3．0％

　2－3－〔4〕　イラン

　イランの場合には，第5次5ヵ年計画が19

74／75年から1977／78年の期間にわたって策

定されていたが，この計画期間は大幅な石油

収入の増大が生じた1974年からスタートして

いるため，当初の計画を上回る結果が生じた。

その点ではサウジアラビアやインドネシヤの

場合とまったく同じである。そのことは，計

画の修正値を，修正前の計画値と比較してみ

るとよくわかる。それは約2倍の増加修正と

なっている。

　開発投資の内訳をみると，経済開発投資が

総投資額の64％を示しており，社会開発投資

の占ある比率27％に比して，かなり大きい。

54

（注）単位：10億リアル

この経済開発には，人的資源開発やインフラ

ストラクチュア開発も含まれているとはいえ，

サウジアラビアのそれと比較してもそのウェ

イトは大きくなっている。イランは石油収入

の増大があるにもかかわらず，外国からの借

入れを計画に組み込んでいたが，その借入額

の計画値は，当初計画では4，230億リァルで

あったが，石油収入の増加もあり，すくなく

とも計画の上では1，500億リアルに低下した。

総計画支出に占める比率はそのために当初の

13％から2％へ低落することになった。

　1978／79年からは第6次開発計画にはいる

が，そこでは，第5次5ヵ年開発計画におい

て第1の優先順位をあたえられていた保健・

社会福祉などの社会開発の重視は当然のこと

として，さらにポトルネックとなっているイ

ンフラストラクチュアと人的資源開発にも大

きいウェイトをあたえるように変化している。

産業開発においては代替エネルギー開発や非

産油工業の拡充に力点がおかれ，ポスト・オ

イルにそなえる様子がうかがわれる。

　この国でのヒヤリングの時点においては，

第6次5ヵ年計画は公表されておらず，間も

なく最高首脳部の討議・承認をへて，一般に

示される段取りになっているということであ

った。したがって，具体的内容をここに示す

ことはできない。
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　2－3－〔5〕総括および追加的言及

　このように，サウジアラビア，インドネシ

ヤ，イランの三国はそれぞれのやり方で経済

社会開発計画を策定し，それにしたがって開

発政策を押し進めているが，それに関してつ

ぎの四点を指摘しうるであろう。

　①計画における総開発支出ないし投資額

　　は，石油価格上昇以後において積極的に

　　なっている。

　②社会開発への重点移行がかなりはっぎ

　　りと認められる。

　③総体としてみるとき，計画よりも実績

　　が上回っている。

　④開発政策の推進にあたっては，資金あ

　　るいは技術等，先進工業国の援助が重要

　　な役割を果たしている。

　このうち第4番目の点については，後段に

おいてさらに言及するであろう。

2－4　閉発にともなうインフレーション

　2－4－〔1〕　開発の進行とインフレーション

　産油国は，石油価格の大幅増大が実現した

1973年秋以降，石油輸出による収入の大幅増

大というかつてない経験をしたが，その結果

は前述のごとき経済社会開発政策の強力な推

進という形になって1974年以降に現われた。

われわれが訪問したサウジアラビア，インド

ネシヤ，イランの三国においても，政府は経

済社会開発政策を野心的に押し進めるために，

その増大した石油収入を開発支出にふりむけ，

経済社会開発のための支出をジャンプさせた。

　国にょって政策と経済環境が異なるため，

石油価格上昇後の事態の進行に相違がある。

しかし，一般的にいうならば，つぎのように

進行した。開発支出が急テンポで増大したた

めに国内経済に強い需要圧力が加わることに

なったが，供給能力がその需要圧力の大幅な

増大を緩和しうるほどに充分ではなかったた
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め，インフレーションは避けがたい事態にな

った。従来，開発政策を実行に移すにあたっ

てのネックとなっていた資金不足が大幅に解

消し，あるいは部分的に緩和されたとき，開

発政策の内容をより積極的なものとし，さら

にその実現のテンポを速めようとするのは，

当然の成り行きであった。

　その結果として，生産財を初めとして労働

力・インフラストラクチュアなど各方面にわ

たって，供給能力が需要に追いつかない，と

いう事態が生じたのである。それは開発＝建

設資材の価格の上昇をもたらし，賃金を急速

に上昇させた。賃金の上昇は食料その他の消

費財への支出の増大をもたらす。したがって，

全般的なインフレーションとならざるをえな

い。いずれの部分の供給能力のネックがもっ

とも強く作用するかは，国によって異なった

が，多かれ少なかれそれは経済の波及メカニ

ズムを通して全般的なインフレーションとな

らざるをえなかった。経済のいずれかにポト

ルネックが発生するとき，部分的に供給能力

に余裕があっても，インフレーションが発生

する。そのポbルネックが生産プロセスの投

入財（インプット）に現われるとき，とくに，

そのことが妥当する。生産資材や労働力が不

足するとき，そのインフレーションへの波及

はもっとも速やかに進行する。たとえ，それ

が消費財（たとえぽ住宅など）であっても，

その供給能力の不足は，その価格を上昇させ，

それが生産要素価格（たとえぽ労働賃金）の

上昇を招き，それは生産コストの上昇を通じ

て他の生産物の価格を上昇させる。一国経済

のポトルネックがインフラストラクチュア

（たとえぽ輸送能力や港湾設備など）に出現す

るときも同様であり，地域間の物量の流れが

阻害されるために，かりに生産物そのものが

供給可能状態にあっても，地域的な需要圧力

が現実には市場にあふれてしまい，インフレ

ーションをひきおこしでしまう。訪問した三

国にみられた事態も，基本的にはこのような



ものであった。

　開発政策の実行過程において，資金の不足

が拡大し，石油収入の増大にもかかわらず，

海外からの資金借入れが依然として必要であ

る国とその必要の全くない国とがある。イン

ドネシヤは前者であり，サウジァラビァは後

者である。イランはその中間の位置にある。

先に考察したごとく，とくにインドネシヤは

借入れなしにはその開発計画を押し進めるこ

とは難しい国である。イランはインドネシヤ

ほどではないにしても，ある程度の借入れが

必要な国である。これにたいしサウジアラビ

ァは急速なかつ大規模な開発計画を押し進め

ながら，なお直額の余剰ドルを蓄積している。

経済社会開発の進行につれて，どうしても輸

入が増大する。そのため，訪問したいずれの

国も，貿易収支の黒字は減少傾向にあり，ま

た将来についても貿易収支の黒字が縮小する

ことを予想しているが，開発計画を大胆に押

し進めていくかぎり，それは当然のことであ

る。多くの生産設備を輸入しなけれぽならず，

消費財（食料がとくに重要）の輸入も増加さ

せなければならない。いずれの国も共通して

食料は外国に依存している。極度に人口の多

いインドネシヤから人口の少ないサウジアラ

ビアにいたるまでそうである。インドネシヤ

とイランにおいては，ある程度まで工業化が

進んでいるし，イランにおいてはとくにそう

である。しかし，なお西欧なみの近代工業国

となるにはかなりの道のりがある。サウジア

ラビアほどに石油生産量（埋蔵量）をもたな

い両国の場合には，開発政策の推進は対外収

支を窮屈にする。インドネシヤやイランが外

国からの資金導入に依然として依存せざるを

えなくなっているのはそうした事情による。

先にみたごとく，イランは石油収入増大以後

に，外国借入れを削減するよう計画を修正し

たが，外国からの資金導入の必要性はとくに

インドネシヤにおいて顕著である。

　開発政策を策定するにあたって，問題とな
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るのは，資金的制約と物的制約と人的制約の

フレームワークのなかで，どこまで積極的な

政策を実行していくかということである。資

金が多少豊かになっても，なおそれを上回る

所用資金を必要とする経済社会開発を押し進

めるべきであるとしている（と思われる）イ

ンドネシヤ，増大した石油収入をもっとも有

効に使うよう政策をたて，実行していくこと

を前提としながら，なお外国からの借入れを

多少おこなって経済社会開発政策を積極的に

推進する道を選んだイラン，資金的制約など

まったくない状況のもとで，インフレーショ

ン抑制に第二義的な重要度をあたえ，ひたす

ら可能なかぎりのテンポでもって開発を進め

ようとしているサウジアラビアーこれら三

国はそれぞれその国にもっとも適した（と判

断している）方向にそって，その開発政策を

押し進めている。

　いずれの国においても，経済社会開発の推

進とインフレーションの進行との間にある二

者択一的な選択問題をかかえているが，それ

ぞれの国が現在とっている方向を選択したの

である。

　①サウジアラビアは，インフレーション

　抑制のために開発政策をスピードダウンさ

　せるか，それとも開発にはインフレーショ

　ンが当然付きしたがうものとして開発の速

　度を限度一杯に高めていくか，という選択

　にあたって，結果としても，また意図の上

　でも後者を選択した。

　②イランには，1974年以降に増大した利

　用可能資金を，優先順位にしたがった適度

　で整合的な開発政策のもとで開発を進めて

　いくか，それとも，できるところからとに

　かく精一杯の開発政策を策定し，実行しう

　るかぎり実行してゆき，ある程度のインフ

　レーションの進行は大目にみるという道を

　選ぶか，という選択問題があった。現実に

　は積極的な後者の道が選ばれた。

　③インドネシヤにしても同様である。増
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　大した石油収入により，すでに巨額に達し

　ている対外債務への依存を低下させるよう

　に，健全な開発政策を押し進めるか，それ

　とも増大した石油収入を従来の開発計画に

　うわのせして，より積極的な開発を実現し

　ていくか，の二つの選択があった。そして，

　すくなくとも1974年は後者を選んだ。事前

　的に（意図して）その選択をおこなったの

　か，それとも事後的に（結果として）その

　選択をおこなったことになったのかは問題

　ではない。

　とにかく，いずれの国も，増大した石油収

入を手にしたとき，積極的な開発政策をたて，

積極的にそれを実行にうつしたのである。そ

の結果は，いずれの国にもみられたインフレ

ーションであった。

サウジアラビアの生計費指数

総合 食料品 衣類　　住居費

1972　109．3（先0）104．4〔1．η　117．6（T．8）121．6（9．1）

1973　127．0（16．2）　121．1（16．9）　135．0（14．8＞　136．2（12．0）

1974　154．2（21．4）　142．7（1τ．8）　152．7（13．1）189．2（38．9）

1975　207．6（34．6＞　170．9（19．8）　155．1（1．の　332．8（75．9）

1976　273．0（31．5）210．3（23．1）　192。5（2先1）479．8（43．9）

1977　304．9（11．η　254．3（20．9）210．9（9。6）493．6（3．1）

77／71　　2．91　　　2．47 1．97 4．43

　2－4－〔2〕三国のインフレーション状況

　インフレーションについてのデータは比較

的によくそろっている。そうはいっても，サ

ウジァラビアの場合にはジェッタやリアドな

どの都市の生計費指数であり，インドネシヤ

の場合にもそれはジャカルタの生計費指数で

ある。イランだけは消費者物価指数と卸売物

価指数とをともに公表している。

　（i）サウジアラビア

　サウジアラビアの場合からみていくと，つ

ぎの表が示すごとく，1973年からはその総合

指数は急激に上昇している。その対前年上昇

率を計算してみると，1974年からの生計費指

数にみられるインフレーションの進行速度は

かなり激しい。1975年には実セこ34．6％の上昇

率である。サウジアラビァにおけるこの1975

年をはさんだ3年間のインフレーションの進

行ぶりはオイルショック以後にみられたアメ

リカ，西ヨーロッパ諸国および日本のインフ

レーションと対応するものである。これら先

進工業国におけるインフレーションの進行は，

インプットである石油価格の大幅な上昇が製

品コストにはねかえり，それが消費財価格を
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　　（注）1970＝　100とした指数．

　　　　括弧内の数値は対前年上昇率（パーセント表示）．

上昇させ，その消費財価格の上昇が賃金水準

の上昇をもたらす，という形のものである。

インプッ5のコスト上昇という第一段階のイ

ンフレーションにつづいて，各種の消費財価

格の上昇という第二段階のインフレーション

がおこり，そこから賃金上昇が生じて第三段

階のインフレーションがおきたのであった。

サウジァラビアの場合には，インプット・サ

イドから生じたコスト・プッシュ・インフレ

ーションではなく，それとは逆に，デマンド

・サイドからのデマンド・プル・インフレー

ションであったという点で，先進工業国とは

対照的なものである。

　インフレーションの進行は1973年から76年

までつづいた。年々それは上昇し，しかもそ

の物価の上昇率は年とともに増大した。73年

には前年の1．7％の上昇率からジャンプして

16．2％となり，74年には21．4となった。その

翌75年になると，インフレーションのテンポ

はさらに進行し，34．6％にはね上ってしまっ

た。そして，76年においてもその上昇率は31

．5％という高水準にあったのである。抑制政

策が効果をあらわしたのは77年になってから

であり，ようやく11．7％の水準に低下した。

　インフレーションの抑制に成功したのは，

極端な上昇率を示していた住居費の上昇率が

77年にはいって急落したこと（75年の75．9％，

76年の43．9％から77年の3．1％へ急落）と，

衣類の価格上昇率が低下したこと（76年の24



．1％から77年の9．6％への低下）とが原因で

ある。しかし，食料価格の上昇率は高水準に

ある（75年の19．8％，76年の23．1％から77年

の21．0％へのわずかな低下）。この食料価格の

高い上昇率が社会不安につながっていないの

は，パンと砂糖の供給にたいして政府が強力

な補助政策を実行し，その価格を低水準に押

えているからである。詳細はわからないが，

その補助政策によって，パンと砂糖の価格は

数年間にわたって釘づけに近い状態にあり，

その供給も確保されているということである。

最低生活を保証するような形での個別的な政

策がサウジアラビアでは実行されているよう

である。

　（ii）　インドネシヤ

　ィンドネシヤの生計費指数にみられるイン

フレーションの進行はサゥジァラビァの場合

とはやや異なる。インドネシヤにおいては第

1次5ヵ年計画（1969－73年）は，すでに悪

化していたインフレーションを沈静させるこ

とを主要目標の一一iつとしていたのであり，そ

れは成功しつつあった。しかし，1973年の石

油価格引上げ以後，インフレーションは，か

つての悪性インフレーション（年率600％）

ほどにはならなかったが，再び進行した。

　右上の表はそのことを明瞭に示している。

1973年には前年の物価上昇を上回り年率27．3

％となり，翌74年にはさらに上昇して33．3％

となってしまった。しかし，インドネシヤの

場合には，抑制政策が効を奏し，75年にはそ

のインフレーションの進行は喰い止められ，

上昇率は19．7％に低下，以後年ごとにしだい

に物価の上昇率は低下したのである。サウジ

アラビアと比較するとき，インフレーション

抑制には成功している。

　このインフレーションの抑制がとくに成功

したのは衣類である。衣類価格は73年に31．9

％，74年に33．2％とつよい上昇率を示したが，

75年にはいって9．3％へとその上昇率は急落

した。食料価格は衣類価格ほど低下はしなか

イソドネシャの生計費指数
　（ジャカルタ）

総合　食料衣類住居
1972　　　　807．2（25．8）

1973　　1，027．6（27．3）

1974　　1，370　　（33．3）

1975　　1，640　　（19，7）

1976　　－　　　（14．2）

1977＊　一　　　（11．8）

　905．1　　435．4　　　　891．6

1，161．8　　574．2　　1，024．5

1，535．7　764．9　1，257．7

1，895。7　　836．1　　1，665．2

（注）1966＝100とした指数．

　　括弧内は対前年上昇率．但し1977年＊は12月

　の対前年同月比（パーセント表示），

　　　イラソの消費者物価

総合　食料衣類住居
1972

1973

1974

1975

1976

1977

77．9　　　　　　　77．5

86．6（11．2）　　83．9

100．0（15．5）　10（）．0

109．9（　9．9）　105．6

128．1（16．6）　119．2

149．9（17．0）　　一

76．6

88．9

100．0

108．9

121．1

66．1

84．1

100．0

115．9

130．9
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（注）1974　・＝　100とした指数．

　　括弧内の数値は対前年増加率． パーセソト表示．

ったが，それでも73年の28．3％，74年の23．4

％という高い価格上昇率から，75年には23．4

％という水準に低下したのである。インドネ

シヤの場合，この食料価格の上昇は食料輸入

との関係で問題のあるところである。

　（iii）　イラン

　イランにおけるインフレーション（消費者

物価にみられる）はサウジアラビアやインド

ネシヤとはその動きがやや異なっている。右

上の表にみられるごとく，石油価格の上昇の

翌74年には，消費者物価は大きく上昇し，そ

の上昇率は15．5％となった。しかし76年には

わずか9．9％の上昇にとどまり，インフレー

ションはいち早く沈静化するかにみえた。そ

れは食料などに補助金が出され，それらの価

格の上昇が抑制されたことによるものであっ

た。事実，73年には食料価格は19．2％も上昇

していたが，翌74年にはそれが5．6％の上昇

にとどまったのである。衣類の場合にも73年
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に12．5％もの価格上昇があったのに，74年に

はそれが8．9％に低下した。インフレーショ

ン抑制が75年には成功したのである。

　しかし，その翌76年になると再びインフレ

ーションは進行しはじめ，たちまちにして，

16．6％もの上昇がおきてしまった。その上昇

傾向は77年にはいってもおさまらず，77年に

はその物価上昇率et　17，　O％となるにいたつた。

食料価格は12．9％という2倍以上の上昇率に

なり，衣類価格も11，2％の上昇になり，74年

の水準に戻ってしまったのである。

　インドネシヤが75年からインフレーション

の抑制に成功して，その物価上昇率が低下し

はじめ，サウジアラビアにおいてもインフレ

ーション抑制の効果が，77年に現われたのに

たいし，イランでは，75年の一時的抑制に成

功したのみで，以後は再びインフレーション

の進行をゆるすことになってしまったのであ

る。

2－5　経済社会開発と労働力の確保

　これら産油国における積極的な経済社会開

発への姿勢は単純かつ性急な工業化への意欲

の表われではない。もちろん工業化への意欲

が高いことは積極的に肯定しなければならな

い。それと同時に，これら産油国がいずれも

自国の保有する石油資源の将来について，石

油消費国において想像されているほど楽観的

ではない点に留意しなければならない。性急

ともみえる工業化への意欲と開発計画を支え

ている大きい要因のなかに，この石油資源の

「遠くない将来における枯渇」という認識が

ある。地球上の石油資源の将来が問題なので

はなくて，現在のこれら三国のそれぞれにお

ける石油資源の将来が問題なのである。そう

であるかぎり，経済社会開発を可能な限りス

ピードアップする必要こそあれ，それをスピ

ードダウンさせるべき理由がないことになる

であろう。これはこれら産油国に共通した点
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である。

　さらにもう一つ共通した点がある。それは

これら産油国が開発計画を実行するにあたっ

て，例外なくアメリカ，西ヨーロッパ諸国お

よび日本からの援助を期待しているというこ

とである。これは資金的制約を排除するため

の借入れとはまったく別の次元の援助である。

開発のために，多くの開発のためのインプッ

トを必要とする産油国は，それらインプット

を自国内で調達しえないのが実情である。

　まず第一に労働力である。これは単純な労

働力から高度の技能をもつ労働力にいたるま

で，国によってその内容と密度は多岐にわた

っている。経営能力もそこにはいる。狭義の

技術能力もまたそこにはいる。近代的生産設

備の設定・運転に必要な労働力など，長期に

わたる訓練と教育なしには確保しえない。そ

れは近代的工業国の状況をみれば明白である。

これは社会開発の実行につきまとう重要な障

害であり，そのような労働力の育成技術の導

入はアメリカ，西ヨーロッパ諸国，日本など

に依存しなければならない。もちろん，こう

した技術や技能をもつ人材を派遣してもらう

必要もあろう。また，すでに急ピッチで進行

している各種の設備や施設の建設そのものが

そうした技術と高度労働力を必要とし，その

運営にもそれを必要とする。場合によっては，

生産物の世界市場でのセールスも必要である。

こうした理由から，労働力の面における先進

工業国の援助は，これら産油国において必要

不可欠なものとなっている。

　そのもっとも典型的なケースがサウジアラ

ビアである。すでに国別分析のところで述べ

たように，サウジァラビアは現在時点におけ

る計画の実行にあたっても，そうした技術的

な視点からの高度な労働力の援助を必要とし

ている。すでにその側面における援助自体も

かなりの程度までおこなわれているが，政府

当局は決して充分とは考えていない。開発計

画の策定作業自体が高度のノーハウを必要と



しており，余剰ドルの運営にあたっても同様

である。数多くの高度の労働力がアドバィザ

ーやコンサルタントの形でアメリカや西ヨー

ロッパ諸国から派遣されていることは，周知

の事実である。

　産油国における開発建設プロセスにおいて，

しばしば合弁事業が営まれ，これはかならず

しも資金だけが目的ではなく，生産技術，経

営的ノーハゥ，高度の技術労働力，生産物の

販売組織の確立，生産設備の建設，技術教育，

運営の共同責任など多くの要因を内容とする，

きわめて広範な援助をうけることが目的であ

ることが多い。この種の援助は，資金不足（通

常の開発のマクロ分析の際に語られる「国内

貯蓄の不足」）というものをカバーする資金

援助とは異なるものである。このタイプの援

助は，資金制約以外の制約（労働力の制約，

社会的インフラストラクチュアの制約，広義

の技術的制約など）を先進工業国からの援助

によって切り抜けようとするものであり，産

油国の場合，このタイプの援助がとくに必要

とされている。この資金だけでは片づかない

援助をどうとりつけるかが，産油国の経済社

会開発の進展にとって重要な要因となってい

る。

　産油国では，先進工業国との経済協力に関

連して，先進工業国からいろいろな形で派遣

される人材の質と量が一つの大きい関心事と

なっている。イランでの討議では，「企業に

おけるファースト・クラスの人間を派遣して

くれればよいのだが，セカンドないしサード

・クラスの人間を派遣された場合，とかく問

題がおきやすい」という指摘がおこなわれた

ことを一つの参考として述べておきたい。ま

た，「単に近代的設備を設定してもらっただ

けでは困るのである」という発言もあったの

である。

　援助が人とからむ場合，開発プロジェクト

の内容とその国の経済社会環境との関連で，

どのような人材を派遣するのが適当であるの
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か一この点は援助国にとって考慮さるべき

重要な点である。これは労働力の国際移動の

一つの側面である。労働力の職業的・空間的

移動は，アメリカや西ヨーロッパなどの自由

世界では，それにたいする報酬との関連で生

じているのが実情である。この点に対する配

慮が，産油国との経済（人的）協力の場合に

も充分になされる必要がある。

3　国別および機関別考察

　サウジアラビア，インドネシヤ，イラン，

イギリス，フランス，OECDおよび国際決

済銀行におけるヒヤリングにもとつく，国別

および機関別の考察は，そこでのヒヤリング

の内容をまとめたものである。ここではその

ヒヤリングのなかで，とくに問題との関連で

重要と思われるものについてだけ，その要約

的内容を示すことにした。以下，上記の順序

にしたがい，それを示すであろう。

3－1サウジアラビア

　サウジアラビアにおける開発政策の推進に

ともなう経済状況や石油価格等についてのサ

ゥジァラビァ側の見解を，各機関でのヒヤリ

ングの内容からまとめてみると，つぎのごと

く要約しうるであろう。

（1）開発政策は開発計画にしたがって実行さ

　れているが，個々の部門についてみるとき，

　計画どおりにいっているとは限らない。し

　かし，その実績を評価していること。

（2）　インフレーションは開発政策には必然的

　につきまとうものである。最近までに抑制

　政策をいろいろととってきており，ある程

　度の（満足すべき）成功をおさめているが，

　そのインフレーションのこれ以上の抑制の

　ために，開発政策を遅延させることはしな

　い方針であること。
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（3）石油以外にみるべきものを生産していな

　いサウジアラビアは，開発のために必要な

　すべての生産要素（労働力や技術をふくむ）

　を海外に依存しているので，アメリカ，西

　ヨーロッパ諸国，日本等からの援助はどう

　しても必要であること。

（4）　ドルの価値下落がつづいているが，もし

　このまま下落がつづけば，何らかの対策が

　必要であると思うが，ドルはやはり世界最

　強の通貨であり，現在，ドル離れの意図は

　もっていないこと。ドルから他の通貨資産

　へ部分的にそのボー一トフォリオを変える場

　合にも，既存のポートフォリオまで変更す

　ることはなく，新規の余剰金の運用の段階

　においてそれを変更し，国際通貨市場へ大

　きい影響をあたえないようにすること。

（5）非産油LDCへの対外援助については，

　サウジアラビアは世界でもっとも多く援助

　をおこなっている（GDPの15％）。今後と

　も・この援助をおこなっていく方針であるこ

　と。

（6）余剰金はその約85％をドルで保有し，そ

　の多くをユーロ市場で運用しているが，比

　較的に短期のものに運用し，10年以上の長

　期には運用をさけ，開発政策の遂行に支障

　をきたさないよう配慮していること。

（7）石油価格は漸次的に上昇するのはさけら

　れないであろう。石油が有限な資源である

　限り，その価格は上昇するのは当然だから

　である。サウジアラビアは石油価格の急激

　な上昇をさけたいが，しかし，それがどの

　ようなテンポで上昇するかは，サウジアラ

　ビアー国ではきめられないこと。

　以上がその要約である。より詳細な言及は

各機関におけるヒヤリングについての以下の

諸項におこなわれている。

　3－1－〔1〕　サウジ・アラビア中央通貨庁

　　　　　SAMA調査部

（1）国際収支についていえば，サウジの経常
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　余剰は減って来ている。

　その理由はつぎの二つである。

　（i）石油生産が増大せず，価格も上昇して

　　いないこと。

　（ii）輸入が急増していること（それはドイ

　　ツ，日本からの輸入製品の値上りなどが

　　大きいことが貢献）。

　その結果，1978年に発生する黒字は100億

　ドルに留まろう。

（2）　ドル離れの考えは個人としては“fair”だ

　と思う。このまま続くといずれは考えねば

　ならない。バスケット方式（円，マルク，

　スイス・フラン等を入れる）も考えられる

　が私には決められない問題である。

（3）サウジの石油生産は1976年850万バーレ

　ル／日，1977年920万バーレル／日（二重

　価格のため増産），1978年は850万バーレル

　／日となろう。

　　OPECでは1978年6月末まで，価格を

　据え置くことになっている。サウジは年内

　据置きを主張しているが，他のOPEC諸

　国が問題で，サウジだけではきまらない。

　特に日本の円が22％も切り上っているのは

　問題であろう。日本はそれだけ安い価格で

　石油を入手しうることになったからである。

（4）プラント建設は主として輸出向けに製品

　を供給することで建設するものであり，特

　に石油化学工業のプラント建設はそうであ

　る。国内向けにはセメン5，建設資材を中

　心にする。国内市場との関係で供給過剰問

　題は存在しない。

（5）第2次5ヵ年計画と国有化についてはつ

　ぎのとおりである。1975年からの第2次5

　ヵ年計画では1420億ドル（75年価格）の開発

　投資をおこなっているが，最初の2年間が

　予想以上に良く，計画では10．5％の成長率

　に対し，実績は13．5％の成長となった。

　　この結果はあまり頑張り過ぎた感がある。

　今後は計画どおりのペースで行き，インフ

　レーションを押えるつもりである。



⑥　インフレーションについてはその抑制に

　努力している。

　　主要なインフレーションの抑制政策は次

　の3点に力点をおいた。

　①荷揚げの進行をおくらせた港湾問題の

　　解決。そのために手続きの簡素化，港湾

　　在庫の一一掃措置などにより解決した。

　②急ピッチで投下された住宅部門の投資

　　を横這いとしたこと。

　③1976から1978年までの3ヵ年における

　　政府支出を横這いとしたこと。

　以上の結果，1976年まではインフレ率は30

　％台であったが，1977年は第4・4半期で

　8．65％，年平均は11．68％にまで落ち着い

　た。1978年のインフレ率はさらに低下する

　であろう。

（7）　ドルから他の通貨への問題についていえ

　ぽ，われわれはドルをdiversifyしたいと

　思っている。しかし，ドルを一度に他の通

　貨に切り変えると既存資産の目減りが大き

　くなる。個人としてはゆっくり変えたいと

　考える。

（8）サウジの援助については，下記のように

　なっている。その額はGDPの10，6％であ

　り，その大部分は回教圏を中心としている。

　これ以上援助を急速に増やすことは考えら

　れない。

サウジの対外援助 （100万ドル）

　二国間　　　国際機関
贈与　　貸付　　地域機関

　GDPに占
計める比率

　年　　　　　　　　　　　　　　　　　％
1972　　　　143．1　　　　77．8　　　－　　　　　220．9　　2．7

1973　　　650．2　　　343．6　　　－　　　　993．8　　5．0

1974　　1，130．6　　　747．6　　2，203，3　　4，081．5　12．4

1975　　1，363．5　　2，037．6　　2，262．9　　5，664．0　13，8

　計3，287．43，206．64，466。210，960．210．6

⑨　産業は石油化学と建設関係が中心であり，

　失業問題は関係ない。

　　外人労働者は現在50万人，家族を入れて

　150万人くらいと思われる。正確にはわか
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　らない。

（10）在外資産の85％がドルで，それは主とし

　て（mainly）ユ・一一ロ市場にある。

　3－1－〔2〕サウジ・アラビア中央通貨庁・

　　　　　SAMA国際金融局
（1）国有化についていえば，現在われわれは

　サウジ化をはかっているという実状である。

　ただし，民間企業も保護する政策をとって

　いる。しかし，銀行は国有化するかあるい

　はサウジアラビアがmajorityをもつべき

　である（たとえば，サウジ政府60％一外国

　40％），電力の国有化はinprospectである。

（2）サウジ余剰資金の運用については，サウ

　ジ・アラビアは慎重であり，ギャンブルは

　せず，長期べ一スで投資している。弱い通

　貨に対する投資は抑制するが，売りに出し

　たりしない。政府債，保証債，証券等の

　portfolioを考えている。　しかし，アメリ

　カ以外の政府債を買うのははけ口（outlet）

　である。なおSaudi　International　Bank

　（ロンドン）にはSAMAが50％出資してい

　るが，主にスタッフの訓練をおこなってい

　る。

（3）一般的にSAMAがドル以外の通貨を買

　うとすれば，それは月々入金する分から買

　うのであって，現在のstockを売って他

　の通貨を買うことはしない。したがって額

　は少ない。毎月の収入から国内開発投資向

　けと海外投資向けに分けて，海外投資をド

　ルとその他通貨に分ける。現存のportfolio

　は変えないのが大原則である。国際金融市

　場にdrasticに響かせるようなことはしな

　い（しかしながら，サウジの既存資産の減

　価は困ることである）。

（4）　パーレンのoff－shore　Banking　Unitに

　ついていえぽ，全般的にみてうまくやって

　いると思う。なお，SAMAはGu】f　In－

　ternational　Ballkを通じてリアルの市場

　（パーレン）に介入している。
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（5）ユーロ市場に対するサウジの立場は明瞭

　であり，ユーロ市場には積極的に参加して

　いる。それはユーロ市場がsteadyである

　からである。

（6）　リアルが国際通貨になるとは思っていな

　いし，またその野心は持っていない。

⑦　途上国，その他からの融資要請は多いが，

　サウジ基金はそれに応じている。

　3－1－〔3〕　日サ合同事務局

（1）　日サ経済協力については1973年の三木特

　使の来訪により素地ができ，1975年3月に

　経済技術協力協定が合意され，政府レペル

　の合同委を定期的に開催することが定めら

　れた。そのとき，サウジの工業化，石油化

　学プロジェクト，製鉄プロジェクト，鉱物

　資源開発，専門家の派遣（100名），研修員

　の受入れ（30名）などが提案された。

　　サウジ側は特に日本に対しては工業化に

　協力することを希望しているが，その中で，

　石油化学，肥料，製鉄，アルミを重点分野

　としており，特に石油化学に最も重点を置

　かれた。

（2）第2次5ヵ年計画における石油化学建設

　については，サウジはヤンブーで一つ，ジ

　ュベー一ルで三つ，計四つを計画していた。

　その石油化学建設計画への日本の協力につ

　き，両国間で長らく協議がくりかえされた

　が，1977年12月，同計画への積極的協力が

　決まった。この決定はサウジの対日感情の

　好転にきわめて大きく貢献した。

（3）第2次5ヵ年計画については，その実現

　がいくつかの部門で遅れているが，その計

　画の達成率それ自体よりも現在までに「何

　ができたか」が問題であろう。

　　工業化計画の実行にあたっては，Marke－

　tiロgがもっとも重要な要因となり，それは

　合弁の相手を決めるさいの基本条件となる。

　合弁にあたっては，

　①　半額出資
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②独自のテクノロジーを持っていること

③製品の販売について保証すること

　が問題である。

　3－1－〔4〕サウジ・アラビア財政経済省

（1）サウジ経済は石油のみに依存している。

　今後も国際収支の好調は石油輸出により続

　くであろう。開発が進めば，現在ほどは対

　外ポジションは良くならないが，赤字にな

　ることはない。開発は西欧や日本の協力を

　得て懸命にやっているが，人的資源，食糧，

　技術等，money以外はすべて足りないの

　で，それらを輸入しなければならない。

（2）人的資源の開発については，つぎの三つ

　の政策をとっている。

　①教育一一西欧が職業訓練を教育的観点

　　から強力にやっている。

　②文盲撲滅一教育省の管轄で世銀の協

　　力を得てやっている。

　③職業訓練一一労働省管轄でアメリカの

　　協力（米サ合同委員会）でやっている。

　　計画では25の訓練センターを作り，その

　　うち八つが大規模なものとなろう。

（3）　インフレーションについてはつぎのよう

　に考えている。何よりもまず経済開発に重

　点がおかれる。サウジのような国ではイン

　フレーションなしで開発を進めることはで

　きない。ただ，物価上昇率が高過ぎると開

　発を阻害するので，これと調和せねばなら

　ない。これまでのところ，第2次計画2年

　目は30％のインフレーション，昨年は11．8

　％に低下，今年は10％前後となるはずで，

　インフレーション抑制はうまくいっている。

　しかし，あまり下げると不況になるので慎

　重に監視している。

　　サウジは従来資金がなかった。2年前石

　油収入の急増で突然開発を促進したので，

　高度のインフレーションとなった。しかし，

　今はそのメカニズムが理解できたので慎重

　に対処している。



　　インフレーションには港の混雑（ジェッ

　ダなど）が原因になっていた。供給さえ充

　分ならインフレーションは押えられる。今

　後は外国の10％水準か，あるいはそれ以下

　に押え得るであろう。しかし，インフレー

　ションを抑制するために第2次5ヵ年計画

　をスローダウンすることはない。むしろス

　ピードアップする。

　　マネーサプライについては政府支出が99

　％を占めているから，政府支出をコントロ

　・一ルすればマネーサプライはコントロール

　できる。この国では民間セクターは殆ど存

　在していないに等しい。

（4）余剰金の使途については，つぎのような

　状況にある。

　①開発計画のため支出がいつ必要になる

　　かわからないので，長期物（10年以上）

　　には運用しない。事実，開発のために一

　　部を回さねばならぬので主として2～3

　　年くらいの範囲で運用している。

　②外国の土地や企業は買わないことにし

　　ている。

　③通貨を含め，対象についてのポートフ

　　ォリオはSAMAに任せているが，それ

　　は純粋にコマーシャルベースで行くこと

　　にしており，SAMAは慎重にやってい

　　る。SAMAは世界経済の健全性を考慮

　　して余剰金を運用している。われわれは

　　その内容については知らない。

（5）　ドル離れについては決して積極的ではな

　い。ドルは世界最強の基軸通貨である。今

　は悪いが今後は良くなろう。今の状況は，

　アメリカの何らかの政策に基づくものと理

　解している。ドルは実際にも基軸通貨とし

　て世界中で一番強く，それに代るぺき他の

　通貨が一体あるだろうか。世界的視点から

　みても，アメリカの貿易収支は赤字でなけ

　ればならない。そうでなければ，一部の国

　でデプレッションが起こるだろう。日本も

　黒字国であるが，日本はアメリカから物を
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　輸入してLDCへの援助に回せばよいと思

　う。そうすれぽ，日本の国内経済に強い影

　響を及ぼさずに国際収支の黒字を減らせる

　と思う。

（6）対外援助についてはサウジは世界中で一

　番援助している。昨年は600億ドル（GDP

　の15％）を援助に向けている。とくにList

　of　Priorityはなく，次の二本建てである。

　①Saudi　Fundは欧州以外の殆どの国に

　　援助している。援助先はアジァ，中近東，

　　アフリカ，一部の中南米である。

　　　この際の条件はつぎのとおりである。

　　（i）インフラストラクチュアのプロジェ

　　　クトで，かつ政府のプロジェクトであ

　　　ること。

　　（ii）軍事援助は入らないこと。

　②財政経済省の援助は政治的な性格のも

　　のもある。IMFのOil　Facilityなども

　　ここから出ている。

　　　両者を合計すると，GDPの15％に達

　　する。

（7）石油価格については，今後はサウジです

　らコントロールできなくなるであろう。今

　後も上昇をつづけると思う。サウジの石油

　は今の生産水準（850万バーレル／日）で，

　25年で枯渇する。消費国ではサウジが1，600

　万バーレル／日の水準まで増産してほしい

　と言うが，それでは16～20年でなくなって

　しまうだろう。長期的には代替エネルギー

　が見つからない限り，石油価格はjumpせ

　ざるをえない。

　3－1－〔5〕　サウジ開発基金

（1）各官庁から・一一一応独立した援助の実施機関

　であると言うのが当機構の性格であり，援

　助を実施するに当っての地理的優先度は存

　在しない。アジア，アフリカ，アラブ世界

　等，被援助国は50ヵ国に及んでいる。

　　アジァでは韓国，パキスタン，バングラ

　ディシュ，タイ，インド，マレーシァ，台



国際資金循環と債務累積（渡部）

　湾，ネパール，フィリピン，インドネシヤ

　等。ヨーロッパではトルコ，マルタ，また

　ラテンアメリカではブラジル，エクアドル

　の2ヵ国である。

（2）プロジェクト援助に関してもインフラス

　トラクチュアへの援助が中心であり，道路，

　港湾，農業，教育，交通などを網羅してい

　る。援助額は一プロジェクトについては所

　要資金の50％以内で，かつ援助総額の5％

　以内である。・・一・i国については援助総額の10

　％を超えないことを限度としている。ソフ

　トローンは5年据置き20年償還で，金利は

　最低限2％，最高限5％であり，現在60件

　のローンをやっている。援助の相手先は，

　政府機関及び政府自体である。また，世銀，

　アジァ開発銀行等，国際援助機関に対して

　も金を出しており，今後も増加させる方針

　である。

3－2　インドネシヤ

　産油国であり，かつ債務累積国でもあるイ

ンドネシヤにおける会談と質疑応答は三つの

政府機関においておこなわれた。それらにし

たがって経済社会開発政策の進め方と評価，

外国資本の受入れと債務累積についての政策，

石油供給についての見通し，などについての

それら機関の見解をまとめてみると，つぎの

ようにc要約される。

（1）　インドネシヤの経済社会開発政策は，石

　油価格の引上げ以後に積極化し，増加した

　石油収入は開発のために投入された。それ

　とともに，急激な開発はインフレー・・ション

　を促進し，開発政策の運営において効率性

　が失われる危険も同時に生じた。しかし，

　均衡財政主義の方針にしたがった政策運営

　や高金利政策による購買力の吸収などを通

　じて，インフレーションの抑制に成功し，

　開発の効率性も高めるようにしたこと。

（2）今後の経済社会開発政策における重点は
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　まず雇用問題の解決におかれる。人口の増

大は労働人口の増大をもたらし，深刻な雇

　用問題を発生させており，また社会問題も

併発させているので，社会開発は重要項目

　である。これはまた都市集中にともなう地

域格差の是正という問題をも含むものであ

　ること。

　　人口の増大と一人当り所得水準の上昇と

　ともに，食糧（米）消費が増大し，米の輸

　入拡大とからんで，農業開発もまた開発政

　策における重点項目となっている。根源と

　なっている人口増大の抑制は政策項目の中

　の大きい柱となっていること。

　　第2次5ヵ年計画につづく第3次5ヵ年

　計画においては，開発政策は，これまでの

　経済開発プロジェクトのほかに，このよう

　な非経済的プロジェクトにも大きいウェイ

　トをかけていくことになること。

（3）インドネシヤでは石油は重要な収入源で

　あるため，石油資源の探索に力をいれてい

　るが，目下のところ，これ以上の石油増産

　は困難であり，今後2年ないし3年の間に

　はむしろ生産は低下し，15年後には石油の

　輸入国に転化すると予想していること。

（4）　インドネシヤは外国資本の流入が限度を

　こえて続くことのないよう，外国資本の流

　入規制をおこなっている。外資を受け入れ

　る場合，国内資本によって経営されている

　国内産業との協調が維持されることと，国

　内の中小産業を圧迫することのないことと

　をその受入れの基本方針としており，現在

　は国営企業に限定するようにしている。外

　資の流入規制により外資の流入は減少して

　いること。

（5）インドネシヤは海外からの借入れにより，

　その債務累積額は増大しているが，その基

　本方針として，デット・サービス・レーシ

　オが20％をこえることのないように配慮し

　ていること。



　3－2－〔1〕インドネシヤ中央銀行

（1）インドネシヤが直面している二つの大き

い経済問題はインフレーションと経済開発で

ある。インフレーション問題から述べてみる

と，つぎのとおりである。

　1973年の石油危機以降，インドネシヤは，ハ

イパー・インフレーションに悩まされた。この

ため，インドネシヤ経済のファースト・プライ

ォリティは，インフレーション対策にある。ハ

イパー・インフレーションに対処していくた

めには，政府がより強い力を持つ必要がある。

　インフレーション対策には，財政と金融政

策の両者が大切であるが，具体的セeは，イン

ドネシヤでは，財政政策としては均衡財政政

策を，金融政策としては高金利政策を中心と

している。とりわけ，特色があるのは民間の

購買力を吸収するための高金利政策である。

1974年に開始した当時は，下記のように9％

から30％におたる高金利であったが，その後

次第に低下させて，現在では，6％から15％

にわたる水準となっている。

イソドネシヤの金利水準

24ヵ月物

18ヵ月物

12ヵ月物

6ヵ月物

1974

30％

24％

18％

9％

現　在

　15％

　廃止

　9％

　6％

　この結果，75年以降インフレーションは次

第に沈静化し，インフレ対策は，ほぼ所期の

目的を達成し得た。つぎの表がそれを示して

いる。

イソドネシヤのイソフレーショソ

　　1974
目標

実績　　32

1975

20％

19．7

1976

15％

14．2

1977

10％

11．8

（2）っついて経済開発問題であるが，インド

ネシヤはこれまでこの問題に精力的にとりく
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んできた。

　インドネシヤでは，1967年の外資導入法，

68年の国内投資法等により，積極的に外資導

入をはかり，経済開発を推進してきた。さら

に，1973～74年の石油価格の大幅引上げにょ

り，石油収入は急増し，開発も促進された。

今後も，余剰の石油収入は，現在のために消

費してしまうのでなく，将来の社会経済の開

発のために使用してゆきたい。

　ただし，問題点としては，つぎの2点をあ

げねぽならない。

　①あまりに急速な経済開発は，ハイパー

　。インフレーションあるいは，プルタミナ

　の失敗の例にみられるようなつまずきを生

　む危険があること。

　②インドネシヤでは，労働人口は毎年約

　100万人くらいの割で増加し，雇用問題は

　非常に重要な問題であるが，これまでの外

　国投資は，資本集約型産業が多く，雇用の

　改善にはあまり役立たなかったこと。

　したがって，今後の経済開発の目標として

は，つぎの三点をとくにかかげている。

　①一人当りの国民所得の上昇

　②　雇用の改善

　③　所得分配と機会の平等化等の社会開発

　　（全国民の生活水準と社会福祉の向上）

　ただし，経済開発の目標として，ビッグ・

プロジェクトを放棄したわけではない。ビッ

グ・プロジェクトは，GDPに与える影響も

大きく，非常に重要である。しかしそれらの

ビッグ・プロジェクトは政府予算の枠外にあ

るのが多いので，上の重点目標を述べた際に

言及しなかったのである。

（3）長期的な目標

　今後のインドネシヤは，安定的な金融政策

の下で，

　①7～8％の経済成長をはかること。

　②インフレ率を10％以下に抑えること。

　この二つをマクロ経済の長期的な目標とし

てゆく方針である。



国際資金循環と債務累積（渡部）

（4）累積債務問題についてはつぎのように考

えている。

　インドネシヤの国際収支は，総体的には苦

しく，累積債務も増加しているが，基本的に

は，デット・サービス・レー一シオは，20％以

下に抑えるべきだと考える。これまでのデッ

ト・サービス・レーシオの動きと予測値を示

すとつぎの表のごとくになるが，20％以下に

おさえるという目標は達成されるものと思っ

ている。

イソドネシヤのデット・サービス・レーシオ

　　5．1％

　　3．1

　　12．0

　　12．6

　　15．7

　　　　　　　　　　　　　（注）
（当初予測）　　　　（修正後予測）

　　19．8　　　 －一ｨ　　　 16．7

　　19’1　　　　　－一一→　　　　　14．8

が，より多くの収入を獲得してゆくことは重

要であるが，同時に，新しい探鉱へのインセ

ンティブを失わないようにしてゆきたい。

インドネシヤの石油生産実績

1973

1974

1975

1976

1977

8
0
」
7
7

∩
コ
0
ヲ

ー
－

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

新油井

　14

　20

　24

　29

　20

　22

　？

生産高（100万B）

312

326

395

489

502

477

550

615

（注）修正後予測とは，プルタミナの救済措置

　　を考慮した後の予測値のことである．具体

　的には，返済金の3年間据置き，返済期限

　　を5年から7年に延長，金利をユー－v金利

　　＋1．75％に引下げ等の措置等である．

　債務については，今後，外国のコミットメ

ントに対して，政府が厳重なコントロールを

してゆきたい。

　さらに，インドネシヤは，石油収入の急増

のため，1974年からソフトローンを受ける資

格がなくなったが，本年からは受入れが可能’

となったため，今後は，より多くのソフトロ

ーンを要請してゆきたい。

（5）石油はインドネシヤの重要な収入源であ

るが，インドネシヤの油田は少なく，今後，

2～3年目から生産が下がるものと思ってい

る。その上，新油井の開発もあまり多くなく，

このままゆくと，インドネシヤも，15年後に

は，石油の輸出国ではなく，輸入国になって

いるかもしれない。

　したがって，石油によって，インドネシヤ
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　3－2－一〔2〕インドネシヤ開発庁

（1）1974年には，第1次計画の目標超過達成

　に勇気づけられ，一層開発の速度を高めた

　第2次5ヵ年計画へと移行した。

　　第2次計画の主柱は，雇用の拡大，社会

　正義の実現，地域開発，であるが，具体的

　には，

　①実質国内総生産を年率7．5％引き上げ

　　る。

　②この期間の人口増加を年率2．3％とす

　　ることにより，1人当りGDPを年率5．2

　　％増とする。

　③　上記実現のための開発投資総額を11兆

　　234億ルピア（約266億ドル）とする。

　④開発重点セクターは，農業，運輸通信，

　　地域開発（主としてスマトラ，カリマン

　　タン等のいわゆる外領）とする。

　⑤農林業，製造業，商業を中心として47．5

　　百万人（基準年次より5．5百万人増）の雇

　　用機会を創出する。

　等を目標としている。

（2）第3次5ヵ年計画については，目下国民

　評議会が基本方針を検討中で，その結論待

　ちの状態にある。

　　しかし，第2次5ヵ年計画の進展状況に

　もとづき，計画の重点は人口問題，雇用問



　題，地域格差の是正および農業技術の開発

　などのsocial　serviceとnon－economical

　projectに重点が置かれるであろう。

（3）現在の大きいプロジェクトをあげるとつ

　ぎのとおりである。

　①石油の内需節約のため発電用石炭の開

　　発（南スマトラ）

　②サグリン水力発電一目下feasibility

　　studyの段階にあり，規模は10億ドル，

　　これは世銀関心のプロジェクトである

　③シャリ高速道路一世銀，アジァ開銀，

　　サウディ基金を期待している

　④多目的ダム（その規模2億ドル）

　⑤ビンタン，アルミニウム精錬，プラン

　　ト（その規模3～4億ドル）

　⑥肥料プラント（東カリマンタン）－

　　ASEAN諸国の自給達成のためのプロ

　　ジェクト

　⑦製紙プラント

（4）石油生産と価格動向についてはつぎのよ

　うに考えている。

　　インドネシヤ最大の外貨収入源である原

　油生産は1976年に5．5億バーレル（日産150

　万バーレル）の記録的水準に上ったあと，

　77年にはいり，日産170万バーレルと好調

　である。

　　しかし石油資源の制約からこれ以上の増

　産見通しは悲観的である。

　　原油価格については先行き予測は困難で

　あるが，OPECと消費国双方の利益になる

　よう決められるべきものと思っている。

（5）爆発的な人口増加と米食人口の増加から

　米の消費は近年著しく増えた。他方，農業

　技術の遅れと，虫害から米の増産が需要増

　大に追い付かず，そのため米の輸入は年々

　増加の傾向にある。

　　そのため政府は本年度2％の増産を目途

　に，水田拡充と，農業技術の開発を検討し

　ている。これとならんでカツタバやピーナ

　ット等の代用食の増産とその普及運動を展

開中である。

　　　　インドネシヤの米の輸入

1974／75年度

1975／76年度

1976／77年度

1977／78年度〔予測〕

4．4億ドル

1．4　〃

3．9　〃

5．0　〃

（6）1974年に前年に比し，おおよそ倍増の10

　億ドルに上った外国投資（許可ベー一一一ス）は，

　75年以降世界的不況に加え，政府の外資規

　制が実施されたことから，76年には2．3億

　ドルへ低下し，さらに77年（1～10月）に

　は1．2億ドルへと急減した。

　　1967年～77年（10月）のプロジェクト別

　許可残高はつぎのとおりになっている。

イソドネシャの部門別外資導入状況
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製造部門　　　　38．7億ドル　　　（59．9％）

鉱業部門　　　　12．7　〃　　　　（19．7〃）

農林水産部門　　　7．5　〃　　　　（11．6〃）

その他とも　　64．7　〃　　　（100．0〃）

　　外資受入れにあたっての基本方針は国内

　産業との協調を柱とし，中小規模産業への

　圧迫を防ぐことにしている。そのため，農

　薬部門等に若干の制限がある。

⑦外国援助の形態には，①国際収支の赤

　字補てんのためのプログラム援助と，②

　開発計画にもとつくプロジェクト援助の二

　つがある。

　　1974／75年以降年々援助規模が拡大して

　おり，その中で日本のシェアが米国のシェ

　ァを上回っている。日本の経済協力は総額

　8，090億円に上っている。インドネシヤは

　日本の動向に大きく依存している。日本の

　協力を期待している。

　　プログラム援助とプロジェクト援助を比

　較すると，前者のウェイトは低下傾向にあ

　り，とくに，オイル・ショック以後におい

　て，急減している。1971年以降における両

　プロジェクトの推移はつぎの表に示すごと

　くである。
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イソドネシャの援助受入額

71／72 72／73 73／74 74／75 75／76 76／77 77／78

プログラム援助

プロジェクト援助

350．7

（54．5）

292．7

（45．5）

　46．6

（50．6）

406．　5

（49．4）

339．5

（39．7）

516．6

（60．3）

186．0

（16．1）

945．4

（83．　6）

35．6

（3．1）

1，102．8

（96．9）

77．4

（6．　9）

1，048．7

（93．1）

91．　9

（7．6）

1，118．1

（92．　4）

合計　643．4　823．1　856．1
　　　　　　（100．0）　　（100．0）　　（100．0）

1，131．4　　　1，138．4　　　1，ユ26．1　　　1，120．0

（100．0）　　（100．0）　　（100．0）　　（100．0）

（注）単位：　100万ドル，括弧内はパーセソト表示．

　3－2－〔3〕　インドネシヤ大蔵省

（1）　インドネシヤへの外国投資は外国投資法

　に基づき投資調整委員会が一元的に調整す

　るが，その受入れは原則として四つの国営

　企業に限定している。これに対しては政府

　が保証をあたえるが，民間部門に対しては

　保証をあたえていない。

　　現在，世界銀行のガイド・ラインに従い，

　債務累積を抑制する趣旨からデット・サー

　ビス・レーシオを20％以下に規制している。

（2）1977年10月末現在の外国投資許可実績

　（残高べ一ス）は64．7億ドルであり，その

　うち日本のシェアは圧倒的に大きい。投資

　調整局資料によると

　　日本　　　 24．3億ドル

　　米国　　　　7．2　〃

　　香港　　　6．8　〃

となっている。

（37．7％）

（11．1％）

（10．5％）

（3）世界経済の不況による先進国の需要減退

　から石油以外の輸出不振が響いて，貿易収

　支の黒字が減少した。他方，インドネシヤ

　への外国投資活動の不振と，プルタミナ関

　係の対外債務の返済があって，民間部門の

　資本収支が大幅な流出を記録した。そのた

　め，インドネシヤ中央銀行による外国銀行

　からのシンジケート・n一ン等の取入れに

　かかわらず，総合収支は赤字に転落した。

　　しかし，75年10月のOPECの石油価格
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　引上げと，世界経済の回復による一次産品

　価格の上昇に加え，政府の輸入制限措置に

　よる輸入の落ち付いた伸びから，貿易収支

　の黒字も漸増する一方，政府の積極的な外

　国資金の取入れから資本取引の黒字が急増

　した。そのため1976／77年の総合収支は9

　億ドルの黒字を記録したが，1977／78年に

　も同様の黒字を記録するものと思われる。

　　この傾向は78／79年も持続するであろう。

　したがって対外債務の返済が増大するにも

　かかわらず，総合収支は3億ドル強の黒字

　が見込まれている。この結果，75年9月に

　4．3億ドルに急減した外貨準備は1976年末

　に15億ドル，1977年10月末28．6億ドルに増

　大した。

（4）インドネシヤの石油収入は全輸出額の7

　割程度である。木材，ゴム，コーヒー，錫

　等伝統的な一次産品価格の動向に貿易収支

　が左右され易いパターンとなっている。

　　この点他のOPEC諸国と事情が異なっ

　ており，政府と民間の資本収支が国際収支

　に大きな影響を及ぼす。

（5）プルタミナの債務返済遅滞問題を契機と

　して，公共部門の対外借入れにたいする政

　府と中央銀行による監督が強化された。

　　他方，経済開発計画にともなう開発投資

　資金の海外調達に当って，インドネシヤの

　外貨事情の好転を背景に，IDAソフト・



　ローン（期間20年，金利0．75％）の受入れ

　が困難になった。その結果，国際機関と民

　間商業銀行とのCo－finance（協融）が主

　力となっている。

　以上がインドネシヤにおける各機関におけ

るヒヤリングの詳細である。この国の統一的

見解は中央銀行との会談で示された。

3－3　イラン

　イランの開発政策や経済状況の評価，さら

に外資受入れ・援助問題や国際収支不均衡問

題についての見解を聞くため，イランの中央

銀行や経済大蔵省を合む五つの機関を訪問し

たが，それらの各種機関におけるヒヤリング

と討議のなかから，とくに重要と思われるイ

ラン側の見解の要点をまとめてみるとつぎの

ようになる。

（1）現在，イランの経常収支は黒字であるが，

　その黒字幅は傾向的に縮小しつつある。輸

　入代金の決済や対外援助などへの支出もあ

　り，余剰ドルがあるとはいっても余裕のあ

　るものではないこと。

（2）石油は今後しぼらくはイランの大きい収

　入源とみてよいが，その供給能力はそれほ

　ど大きくはなく，その上，経済開発にとも

　なって石油の国内需要が増大するため，石

　油輸出はやがて減少し，20～30年後にはそ

　れが無視しうるほど小さくなるものと予想

　される。したがって，将来は石油以外の産

　業を確立し，その生産物の輸出を増加させ，

　収入源を石油から他の製造工業品にシフト

　させなければならないこと。

　　石油産業以外の輸出産業を確立し，輸出

　構成の多様化を実現することに成功すれば，

　今後とも自由貿易を守ることができるが，

　もしそれができなければ，自由貿易を守る

　ことは困難になること。

③　第6次5ヵ年計画においては，経済開発

　に力点をおくが，所得分配の不平等など各
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　種の社会問題，教育，医療等に対してこれ

　まで以上に配慮を加え，社会開発に重点を

　おくとともに，インフラストラクチュアや

　軍事にも重点をおくこと。

　　開発にインフレーションはつきものであ

　るので，インフレーションの抑制には留意

　するが，開発は②との関係もあり，強く押

　し進めること。

（4）経済開発は内需の充足を第一義的に重要

　と考えており，輸出部門の国際競争力の拡

　充を狙う輸出主義にもとつく保護育成を考

　えていない。しかし，世界の国際収支不均

　衡は開発途上国間の貿易拡大では解決せず，

　先進工業国の開発途上国からの輸入拡大を

　不均衡解消のための不可欠の要件と考えて

　いること。

（5）石油価格の上昇はむしろ工業製品の価格

　上昇が先行したことによって引きおこされ

　たものであるが，石油価格は本来その代替

　エネルギー・コストをその機会費用として

　決定されるべきものである。それは代替エ

　ネルギー開発のためにも必要である。

　　先進工業国はこれまで産油国の儀牲（安

　い石油価格）の上にたってその工業を維持

　拡大してきたが，このような状態は石油資

　源が有限である以上，いつまでもつづける

　ことはできない。先進工業国はこの事態を

　よく認識すべきであること。

　　今後において石油価格の上昇は不可避で

　ある点を強調したいこと。

（6）イランは外資の流入を歓迎するが，それ

　は単なる資金の流入ではなく，高度の技術

　の流入を重要と考えている。ただし，外資

　の流入によって合弁企業が設立される場合，

　その合弁企業においてイラン側がmajority

　を占めることが必要である。

　　イランは民間企業の活動を刺激すること

　を必要と考えており，ジョイント・ベンチ

　ュァを支持しているが，そのために資本規

　制をおこなったりはしないこと。
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（7）非産油開発途上国の債務累積についての

　イランの考え方は，イランがGNPの2％

　ないし2．5％の援助をおこなっていること

　のなかに表われている。

　　この問題は基本的にはphylosophyの問

　題であり，「富める国」と「貧しい国」と

　が存在するという現実について，どのよう

　な見解をもつか，ということである。

　以下に，訪問した各機関の見解の詳細を示

　す。

　3－3－〔1〕　イラン鉱工業開発銀行

（1）当銀行の融資資金の多くは輸入資金とし

　て用いられており，その約60％が，1977年

　の場合，西ドイッからの輸入に充当された。

（2）工業化プロセスにおける民間部門の拡充

　という役割を担って鉄鋼，石油化学，銅の

　開発にとくに力を入れている。

　　民間部門の育成のため，

　　①当初5ヵ年間の免税

　　②　資本財の関税を低く押えること

　　③政府によるガイダンス

　　④政府がイラン鉱工業開発銀行に低利

　　　で融資し，当銀行は民間企業に低利の

　　　資金を供給する

　　⑤政府が直接に民間企業に低利の資金

　　　を供給する

　　⑥幼稚産業にたいして必要に応じて保

　　　護措置を請じる

　などのインセンティブをあたえている。

（3＞外資導入については，政策の一貫性が求

　められるが，イラン側は原則としてmajo・

　rityをとることにしている。しかし，収益

　の送金などは自由にしている。この意味か

　らも技術協力を歓迎する。日本とイランの

　合弁企業は多岐にわたっているが，今後も

　それが大いに期待される。

（4）国際競争力のみを有する産業というのは

　考えられないのであり，産業の育成にあた

　っては，当然，国内的な要請にもとつかね
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　ばならない。つまり輸入代替を目標とする

　場合も育成の対象となる。

（5）鉱物資源の開発については，政府部門は

　鉄と銅を分担し，民間部門は鉛・亜鉛の開

　発を分担することになっている。このよう

　な分担でバランスをはかる。

（6）石油ショック以後，大幅な収入は政府に

　集中している。政府は大規模な産業へ投資

　をおこなっている。たとえば，鉄鋼，石油

　化学，原子力発電など。

　　また，収入の増大にともない，社会的支

　出も増大している。たとえぽ，医療，保険，

　教育，給食など。

　　さらに富の分配の不平等に着目し，再配

　分政策を重視している。

⑦　民間企業の意欲が減じてきている。それ

　は政府部門が大規模な支出を各種のプロジ

　ェクトにたいしておこなっており，民間部

　門の経済活動は，政府支出を通じての活動

　と各種の介入によってその行動範囲が制約

　されているからである。

　　しかし，政府はそれを見なおし，今後は

　できるだけその政府介入の程度をやわらげ

　ること，それによって民間投資活動を活発

　にするよう反省している。

　3－・3－〔2〕　イラン計画予算庁

（1）　イランの国際収支を経常収支と資本収支

　にわけてみると，資本収支では赤字，経常

　収支では黒字という構造となっている。石

　油価格の引上げ以後，経常収支が大幅な黒

　字となったのは1974年であり，以後はその

　黒字幅は縮小傾向にある。経常収支と資本

　収支の推移を表に示すと，次頁左上に示す

　通りである。

（2）石油を中心とした輸出の伸びは，内需の

　増大もあり，あまり期待できない。しかし

　2～3年先までの輸入決済代金は充分にま

　かなえる。長期的には石油資源は有限であ

　り，石油以外の製品輸出に重点を切り変え



イラソの国際収支

1973　　　1974　　　　1975　　　　1976　　　1977

収　　入　62　　209

支出△59△124
経常収支　　3　　85
資本収支　　10　△　32

　220　　244
△　191　　ム202　　　　－

　29　　　42　　　20

△　36　△　18

（注）会計年度は3月21日～3月20日．単住は億ドル．

　る必要があろう。今後の経済計画立案段階

　において，そのことを考慮することとなる。

（3）イランの経済は輸入がGDPの30％を占

　めるため，国際経済の諸条件に大きく左右

　されるが，OPEN　FREE　TRADEを指
　向したい。しかし，それが可能かどうかは

　上述の輸出産業の構造改革が成功するか否

　かにかかっている。もしそれがうまくいか

　なければ，その方針は．維持できない。

（4）第5次5ヵ年計画においては，計画と実

　績との乖離の問題をあまり気にしていない。

　要はどのくらい経済が成長したかである。

　この意味では，1人当りの国民所得が当初

　計画の500ドルから2，400ドルに伸び，充

　分な成長を遂げたと思う。

（5）1978年3月から始まる第6次5ヵ年計画

　については，つぎの点が指摘しておくべき

　ことである。

　①　今後10年を見通した長期的なMaster

　　Planをべ一スに5ヵ年計画を作成する。

　　それと共に，単年度の実行計画を作成す

　　る。もちろん，そのときの海外状況やそ

　　の他の条件により修正の必要もある。

　②まず重点は人的資源の問題におかれる。

　　学校の建設・職業訓練等，労働力の高度

　　化，教育に大きい支出がおこなわれるで

　　あろう。インフラストラクチュアの充実

　　および石油化学の建設も重要である。ま

　　た，第5次5ヵ年計画の推進上のボトル

　　ネック，たとえば道路・港湾の解消を計

　　る。

　③石油以外の産業の推進については，農
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　　業の開発は水・灌概の面から限界がある。

　　鉄鋼，石油化化学・銅資源の開発などの鉱

　　工業開発が重点となる。

　④代替エネルギー政策は，国王の指示も

　　あり，とくに重点をおいている。原子力

　　発電も目下二つの発電所の工事を推進し

　　ている。太陽熱利用についても，広大な

　　土地（砂漠）および太陽が豊富であるか

　　ら，利用環境にも大変に恵まれているの

　　で，大いに検討するであろう。

⑥　外資導入については，資本（資金）だけ

　の流入は歓迎していないが，各種のHigh

　Technologyは歓迎する。そうした技術は

　重要であり，またその育成は開発の推進に

　とり必要不可欠である。その意味からいっ

　ても，日本からの技術協力に期待している。

　3－3－〔3〕　イラン中央銀行

（1）原油価格の値上りは始発的なものではな

　い。その背景に工業製品の値上りがある。

　工業製品の値上りは，単に石油価格のみな

　らず，一次産品価格の上昇を誘発したので

　ある。インフレーションを原油価格にのみ

　帰することはできない。

（2）国際収支の余剰は，国際機関を通ずる援

　助の増大（オイル・ファシリティ）および

　二国間の経済協力・信用供与に充当してい

　る。本年度は20億ドルの国際収支の黒字が

　予想されるが，外貨準備（約110億ドル）

　は貿易量に見合った額（輪入決済高の6～

　7ヵ月分）が必要であり，近隣産油国と異

　なり，積極的に運用（投資）する状態には

　ない。

（3）1972年に日本で円建債を発行したが，当

　局より直ちにドルに転換し日本国外に持ち

　出すことを要求された。しかしオーストラ

　リヤの場合は75％を円のまま留めおくこと

　を認めたが，不公平と思う。最近でも円建

　債はドル転換が必要とされるが，日本から

　の輸入決済にそれらの円を充当できないの
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　ははなはだ不合理と思う。

④　外資の取入れは今後も続ける。2年前に

　政策変更があり，輸入の外貨資金に充当し

　ている。もちろん，援助の方も続けていく

　方針である。

（5）世界的な国際収支調整のためには，低開

　発国からの輸出を増やすべきであり，この

　意味から日本をはじめとする先進諸国の輸

　入規制が問題となる。LDCの間で，いか

　に貿易をおこなっても，開発に必要な外貨

　はえられないことに留意してもらいたい。

　この点はとくに強調に値する。

（6）　イランの石油以外の輸出は年間6～7億

　ドルでインフレを考慮すれば実質は増えて

　いない。商務省はイランの輸入相手国（日

　本・米国・EC）に対する輸出に関心があ

　る。しかし，輸出を目的とした工業化はあ

　り得ず，あくまでも内需中心となる。現在，

　有望な輸出産業はカーペット，綿花，繊維，

　洗剤，靴，バス，車輌等である。

（7）消費者物価の上昇は，1973年11．　2％，74

　年15．5％，75年9．9％，76年16，6％，77年

　17％（予想）となっている。経済開発を推

　進する場合，ある程度のインフレーション

　は止むを得ないし，上述の水準はコントロ

　ール可能な水準と考えるインフレ対策とし

　て食料に対する補助金の支出を行なってい

　る。

　3－3－〔4〕　イラン経済大蔵省

（1）石油価格は代替エネルギーの開発との関

　係でみるべきものであり，それに資するも

　のでなければならない。今年6ヵ月間の価

　格凍結をおこなったが，その後については

　予想できない。

　　イランの産油量はpeakに達しており，

　数年後には内需が増大し，輸出は減少し，

　20－30年後には石油資源は枯渇しよう。資

　源は有限であり，技術革新による代替エネ

　ルギーの開発が必要であり，そのための投
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　資が少なすぎる。この意味から，日本・米

　国・西独に期待している。

　　石油価格は，代替エネルギー・コストを

　opportunity　costとしてきめられるべきで

　あろう。したがって上昇は当然である。

（2）先進国の工業発展は産油国の犠牲の上に

　成り立ったものであり，石油ショックは必

　要であったと言える。ただし，原油価格の

　上昇は工業製品の価格の値上りとしてはね

　返ってくるのでその点は十分考慮する必要

　がある。しかし，石油資源の枯渇にそなえ，

　今後は高価なエネルギーを前提とした工業

　体制に移っていかなければならない。

（3）オイル・ショック以後のドルの下落はイ

　ランにとってショックである。さらに円高

　で日本製品は高価になった。

　　日本の場合，円高を反映し金利は低くす

　べきであり，国内金利より輸出入銀行の金

　利が高いのは理解できないことである。と

　くに延払い金利7．　75％は問題である。

（4）外資の導入は歓迎する（とくにprivate

　sectorはそうである）。日本からの進出は

　あまり活発ではない。今後，資本（とくに

　技術）の日本からの輸出が望ましい。資本

　財の輸入には外国のcredit　faCilityを活

　用する方針である。

　　現在のデット・サービス・レーシオは1．5

　－2．O％であるが，開発政策を現在の形で

　進めていく限り，外資の増大は当然としな

　ければならない。

（5）　イランの対外経済援助は1974年以降支払

　いべ一スで80億ドルであり，GNPの2－

　2．5％にあたる。非産油開発途上国の債務

　累積問題については，イラン同様に先進諸

　国が援助を増やす必要がある。

（6）新年度予算は第6次5ヵ年計画の初年度

　に当り，20億ドルの赤字予算（財政支出の

　3％）を組み，経済開発政策の推進，社会

　政策（教育）の拡充，軍事力の維持等に努

　める。また，重点施策は教育（人口の52％



　が18歳以下で雇用対策のため，また小・中

　学校の国債負担）・住宅・医療・農業であ

　る。インフラストラクチュアについては民

　間部門に任せる部分を増加させる。

（7）非産油開発途上国の債務累積問題につい

　てはつぎのように考えている。

　　イランはもともとuntiedの援助をあた

　えており，先進国もそうすべきである。債

　務問題は，元来，信用供与国と信用受入れ

　国との個別問題である。イランが受入れ国

　の場合には開発資金を借り入れるが，イラ

　ンが供与国の場合には条件のゆるいものを

　出している。

　　このままで進行すれぽ，金持国（Rich

　countries）と貧乏国（Poor　countries）の

　両極分解が生じてしまうであろう。これを

　どのようにみるかは，哲学の問題である。

　もしこのような両極分解が許されてよい，

　ということであれぽともかく，もしそれは

　許さるべきでないとするのであれば，それ

　に対して，先進国はそれに即応した政策を

　とるべきものと思う。

　3－3－〔5〕ナショナル・イラニヤン石油会社

（1）　ドルと石油価格の問題については，①決

　済通貨としてのドル，②石油価格の建値

　単位としてのドルの二つの側面がある。決

　済通貨としてはドル以外の通貨を考えてい

　ない。しかしドル価値の下落による目減り

　防止対策としては主要11通貨（ドルを含ま

　ず）によるバスケット方式等をOPEC諸

　国で検討している。

（2）イランは産油量を制限せず，需要に応じ

　て増産もする。輸出を制限することは考え

　ていない。長期契約は必ず実行する。この

　意味から日本に対し積極的にapproaehし

　ているD／D方式を増やし，将来の供給保

　証を取る必要がある）。

（3）石油価格については実質価値における安

　定性（石油収入の購買力の安定性）が必要
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　である。石油価格と工業製品価格のリンケ

　＿ジ（indexation）も必要である。

（4）　イラン輸入総額（サービスを含まず）は

　1973年に37億ドルであったが，76年には130

　億ドルに達した。数量の増加より価格の上

　昇（とくに工業製品価格の上昇）が顕著で

　ある。たとえば，石油精製所の建設コスト

　（ドル表示バーレル／日）は1968年には830

　ドル，1975年（建設中）には3，800ドル，19

　78年（予想）には6，000ドルとなっている。

（5）石油価格は代替エネルギーの最小コスト

　（minimum　cost）になるであろうが，2～3

　年は供給余力があり，この目標にしたがっ

　た値上げはないだろう。しかし，その最小

　コストまで引き上げる必要がある。

　　今後石油の実質価格を維持し小幅値上げ

　にとどめ代替エネルギーの開発時点におい

　て一挙に価格を調整するという方法と，石

　油ショックの二の舞を避け，徐々に代替エ

　ネルギー価格に合わせる方法とが考えられ

　るが，現状からみて後者が望ましいだろう。

（6）代替エネルギー価格は24－25ドル（1976

　年石油換算ドル価格）と考えられ，石油価

　格は恐らく1985－1990年セこはこの価格に到

　達するだろう。

3－4　イギリス

　イギリスにおいては，非産油開発途上国の

債務累積問題とイギリス側の対応に焦点をし

ぼってその見解をきいた。選択したのは政府

機関として海外開発庁，民間商業銀行として

バークレイ国際銀行の二つであった。海外開

発庁の場合には，イングランド銀行と大蔵省

からも代表が参加した。そこで示されたイギ

リス側の見解を要約するとつぎのようになる。

（1）現在問題となっている債務累積は特定国

　の特定問題であって，これを一般化して論

　じるのは誤りである。非産油開発途上国の

　経済成長も順調であり，国際収支の赤字に
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　よる債務の増加も，これまでのところ1973

　年以前の諸指標との関連からみてとくに悪

　い状況にはないものと考えている。

　　もちろん，債務累積はそれ自体問題であ

　るが，その根本は開発途上国の経済発展の

　将来にたいする信頼が欠けている点にある。

（2）非産油開発途上国の国際収支の赤字はO

　PEC諸国の黒字が継続する限り避けるこ

　とのできないものであり，もし第一次産品

　価格の下落があれば，その赤字幅はさらに

　拡大する可能性がある。

　　しかし，非産油開発途上国の赤字の裏面

　には先進工業国からのこれらの国への輪出

　増大がある。したがって，この赤字を消滅

　させるときには，先進工業国の輸出は減退

　し，世界的な不況になるであろう。先進工

　業国はそれを避けるため非産油開発途上国

　の赤字をファイナンスする必要がある。

（3）先進工業国，とくにアメリカと西ヨーロ

　ッパ諸国はOPEC諸国の余剰ドルを非産

　油開発途上国へ流すパイプとなっており，

　その仲介によって，これらの国への融資に

　ともなうリスクをOPEC諸国にかわって

　引き受けている。民間銀行はその大きい部

　分を引き受けているのであり，その役割は

　大きい。

（4）民間銀行は，貸出しによる金利の支払い

　を保証されれば，その債務増加をとくに問

　題とはしていない。ただ民間銀行はその資

　金の供給にあたって量的にも地域的にも集

　中しないことが必要である。

　　商業べ一スにのらない融資は，国際金融

　市場から締め出された非産油国の場合に生

　じるが，これには国際公的機関がその融資

　を引き受けることが必要であり，この側面

　において国際機関は大きい役割を果たすべ

　きである。

（5）非開発途上国にたいする経済援助につい

　てのイギリスの考え方は，つぎのとおりで

　ある。
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①援助の増加率は，その国の国民総生産

　の増加率を上回ることが必要である。

②援助の地域的な配分に充分な考慮を払

　い，貧しい開発途上国の民生向上に役立

　つように援助がおこなわれるべきである。

③援助は持続的であり，かつ年々漸増す

　る形でおこなわれるべきである。と同時

　に貿易拡大に配慮すぺきである。

　以上が要点であるが，個々の機関における

見解の詳細は以下に示すとおりである。

　なお，一言だけ付言する。バークレー国際

銀行での会談で，担当者は「非産油開発途上

国へ貸す方が，日本の造船業へ貸すよりもは

るかに安全である」と，ユーモラスにいった。

イギリスの民間銀行が債務累積問題にたいし

て，どのような見解をもっているかを示すジ

ョークである。

　3－4－〔1〕　イギリス海外開発庁

（1）開発途上国の経済発展に対する債務累積

　の影響を一般化して考えることは危険であ

　る。IMFの統計によると，この2～3年

　の間，LDC各国のGNPは予想を上回る
　伸びを示している。しかも他方，1973年以　．

　前より国際収支の赤字が増大しているわけ

　でもない。

　　個々の国によって事情は異なっている。

　たとえば，とくに貧しい国では公的債務が

　多く，ある程度発展した国では民間借入れ

　が多くなっている。また，債務の構成要素

　にも多様なものがあり，債務の額の大きさ

　だけで事態を判断することはできない。好

　ましいプロジェクトを進めているために借

　入れが大きくなっているのであれば，これ

　は借入れの能力があるということでもあり，

　むしろ将来性が期待できるともいえる。

　　しかし，大きな赤字を抱えていることが

　LDCにとって深刻な問題であることは確

　かであり調整が必要である。ただ，個々の



　国ごとに債務自体が問題なのか経済構造が

　問題なのか検討が必要であり，一般的なル

　ールでもって考えるべきではない。

（2）今後の見通しであるが，OPECの黒字

　は続くと思われる。この黒字は転嫁されな

　ければならず，結局LDCの累積赤字は増

　加し続けよう。ただ，その額がどうなるか

　については，これからの国際経済および世

　界貿易の動向により決定されるものであり，

　その予測は困難である。事実，個々の国に

　ょって差が生じつつある。

（3）LDCに対する援助については次のよう

　に考えている。

　①援助額は総額で実質的に増加させるべ

　　きである。GNPの成長速度以上の速さ

　　で増加させねばならない。イギリスの援

　　助額の伸び率目標は6％であり，これは

　　GNPの伸び率3％，公共投資の伸び率

　　2％のいずれをも上回る。

　②援助の条件は適切であることが必要で

　　ある。援助を必要とする国にとって受け

　　入れ安いものでなけれぽならない。

　③援助の地域的配分も考慮しなければな

　　らない。一人当りGNPが280ドル以下

　　の国（LDCの人口の約60％はこういっ

　　た国の国民である）に対し配分を多くし

　　なければならない。イギリスの援助の60

　　％以上がこのような国に対する援助であ

　　り，イギリスは他の国がイギリスに倣う

　　ことを期待している。ただ，こういった

　　国には，援助の対象とするに適したプロ

　　ジェクトがないとか，受入れのための機

　　構がうまく働かない，とかといった問題

　　がある。しかしながらとにかく努力しな

　　けれぽならない。

（4）援助は一般住民の生活を引き上げるよう

　な種類のものでなければならない。「人権

　問題」が最近話題になっているが，イギリ

　スは一般住民の利益を第一に考えケース・

　バイ・ケースで処理していく。

（5）今後の援助に当っては，公的な国際金融

　機関の役割は重視されるべきであり，これ

　ら機関の資金を増加させることが必要であ

　る。たとえぽ世銀の資金を倍ぐらいにすべ

　きである。

（6）イギリスは現在英連邦地域に援助の重点

　を置いているが，今後は西アジア地域にも

　広げていきたい。たとえぽ，インドやパキ

　スタンなどの国々を考えている。

（7）援助で重要なのは資金を継続的に流すこ

　と，少しずつ増加させること，貿易を振興さ

　せることなどが必要である。こうすること

　によりLDCの開発は進展できるであろう。

（8）イギリスは，最貧国に対してはすべての

　援助を供与としている。その他の国につい

　ては，個々の事情に応じているが一般には

　ローンの場合，期間25年，利率6％，適当

　な据置き期間を設けることとしている。二

　国間の場合，援助はtiedであるが，今後他

　の援助供与国と歩調が合えば，untiedにす

　るよう努力する。豊かな国に対する援助は

　従来技術援助が中心であったが，産油国に

　対しては有償化を一層進める必要があろう。

　3－4－〔2〕イギリス・バークレイ国際銀行

（1）LDCの国際収支についてはつぎのよう

　な見通しをもっている。1978年の赤字は300

　億ドルに達するであろう。

国際収支見通し （単位10億ドル）

19f73・97519761977・978

OPEC　　　　2
0ECD　　　　5
LDC　　　△11
（共産圏を除く）

共産圏　　一
その他

34

　7

△33

42

△27

△23

41

△30

△23

0
2
1
2

△

37

△25

△30

76

（2）77年のLDCの赤字は230億ドルに上る

　が，輸出収入との比較においては，1970～

　73年とあまり変らない。OPECの黒字が

　存続する限り，LDCの赤字は不可避であ
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　り，LDCの赤字をなくそうとすれば，こ

　れら諸国の先進国からの輸入が減少し，世

　界経済は不況に向うこととなる。

（3）LDCの債務累積額は約1，500億ドルと

　みており，そのうち民間に対する累積債務

　は600～700億ドルであろう（一般には1，000

　億ドル程度といわれている）。

（4）現状においてLDCの赤字をなくそうと

　することは，前述のごとく間違いであり，

　これをファイナンスすべきであるが，問題

　はいかにファイナンスするかである。LD

　Cの赤字はOPECの責任であるので，　O

　PECがファイナンスするのがもっともよ

　いという見解もあるが，実際にはそうはな

　っておらず，西欧諸国が仲介者となり，そ

　の上，貸付けにともなうリスクも負ってい

　る。なお，赤字のファイナンスは，半分は

　商業銀行によりおこなわれている。

（5）非産油国LDCの債務累積問題が起こっ

　たのは初めてのことではない。すなわち，

　第一次世界大戦前には，カナダ，オースト

　ラリア等の国は今日のLDCと同様の状態

　の国であった。しかし当時は，国際収支の

　赤字が広範囲な民間の直接投資によってま

　かなわれ，また，LDCが発展するに違い

　ないといったpolitical　confidenceがあっ

　たのに対し，今日このconfidenceが欠如

　していることが問題である。また，現在の

　方がよい点は，西側の政府自身がLDCの

　赤字を負担していることおよび国際機関が

　国際金融制度を維持強化するとの自覚を有

　していることである。

（6）次の2条件が満たされれば，債務累積問

　題は大きな問題には発展しないと思ってい

　る。

　①特定の銀行が特定の国に集中して貸し

　　付けないこと。

　②銀行が他の銀行とのstand－dy　credit

　　の取決めを作っておくこと。

（7）債務国に対し，直ちに元本の返済を迫る
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　わけにはいかない。この点は，各国の国内

　で企業が債務をroll　overしているのと同

　じである。民間銀行が求めるのは金利の支

　払いであり，LDCに対する公的援助は，

　これら諸国による金利の支払いを可能にす

　るものである。

（8）現在債務累積問題は，特定国の特定問題

　である。たとえばブラジル，メキシコは，

　アメリカの銀行から大幅な借入れをおこな

　っている。ブラジルがdefaultを起こした

　場合問題であるが，スリランカの債務など

　は問題にならない。また，ソ連がdefault

　を起こせば西独の銀行に問題が生ずるが，

　イギリスの銀行は慎重で大きな国に集中的

　な貸出しはおこなっていない。メキシコ，

　ブラジル，ザイールなどがdefaultを起こ

　した場合，アメリカ政府が素早く乗り出し

　てくれぽ安心だが，監督を怠ってはならな

　いであろう。

（9）1978年には一次産品価格の下落により，

　LDCの赤字は増大すると思われる。　LD

　Cが資本市場で借入れをおこなう条件はよ

　くなりつつあり，OPECも融資をおこな

　うための基金を設けている。しかし個々の

　国では困難な国もあるので，銀行のほかに

　国際金融機関も大きな役割を果たすべきで

　ある。アメリカの銀行は貸付け総額の約10

　％をLDCに対する貸付けに回しているが，

　この程度が限界と思われる。

ael　LDCのうちポンド・マーケットで資金

　の調達ができるのは特定の国のみである。

　したがって，今後とも銀行システムが大き

　な役割を果たしていくであろう。しかし，

　問題の解決にあたっては，

　①通常の資本市場から締め出されている

　　LDCに市場を開放してやること，

　②LDCの一次産品に市場を開放してや

　　ること，

　の方がはるかに重要である。



3－5　フランス

　フランス側における債務累積問題と援助問

題についての見解は二つの政府機関を訪問す

ることによってえられた。一つは経済協力中

央金庫，もう一つは大蔵省である。そこで示

された見解を要約するとつぎのようになる。

（1）非産油開発途上国の赤字累積がつづくこ

　とは，国際通貨体制に危険な影響をもたら

　すと思われる。したがって，これに対して

　構造的に解決をはかることが必要である。

　一次産品価格の安定と先進工業国からの資

　金のトランスファとはそのために必要不可

　欠である。

　　また非産油開発途上国の債務累積は2国

　間べ一スで処理するよりも多国間べ一スで

　処理する方が望ましい。そのため国際機関

　の場においてこの間題を討議する必要があ

　る。

（2）非産油開発途上国の国際収支の赤字をフ

　ァイナンスするため，フランスの援助対象

　国と特別の通貨金融関係を結んでいる。一

　定限度内において通貨供給をおこなう場合

　と，限度なしに必要なだけの通貨供給をお

　こなう場合とあるが，後者の場合には援助

　対象国の対外収支勘定はフランス為替基金

　に統合されており，双方の中央銀行は密接

　に協力することにしている。

　　援助対象国はアフリカ。サハラ以南のフ

　ランス語圏が主である。

（3）フランスの援助資金は国内で調達される

　とともに，OPEC諸国と協同で援助資金

　をつくることもある。協同で援助する場合

　のアラブ資金はクウェート，サウジアラビ

　ァ等から出ている。フランスが援助受入れ

　を希望する国とアラブの資金との直接的な

　取引きを仲介することはしない。

（4）民間銀行が国際資金循環においてこれま

　で果たした役割は大きい。従来はIMFな
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どの国際機関は第2次的な役割しか果たさ

なかったが，今後はより重要な役割を果た

すようにならざるを得ないであろう。その

ために，それら国際機関の資金量の増大が

必要である。

　民間銀行の非産油開発途上国に対する貸

出しに関してIMFなどの国際機関の保証

の必要性などが論議されているが，民間銀

行はあくまで銀行自体の危険負担のもとで

そのような貸出しをおこなうべきである。

国際機関との関係は融資分野との関連で相

互補完的なものであるべきである。

各機関のそれぞれの見解は以下に示すとお

りである。

　3－5－〔1〕　フランス経済協力中央金庫外国

　　　　　融資局

（1）LDCのうちで石油危機の影響を一番受

　けたのは最貧国ではなく，石油消費量の比

　較的多い中進的諸国であった。

（2）LDCにおける開発計画の規模が拡大す

　るにつれて，CCCEの自己資金のみでは

　対応しえなくなり，国内の他の機関または

　他の国と共同で資金援助をおこなうように

　なった。現在までのところ，クウェーbや

　サウジ・アラビア等のOPEC諸国がパー

　トナーとなっている。

（3）1975年に前記の共同資金援助政策を実施

　して以来，今日までに援助資金総額は4，313

　百万フランであり，そのうちアラブ諸国の

　資金は883百万フランに上っており，6ヵ

　国（フラン圏諸国5ヵ国およびモーリタニ

　ア）の7件のプロジェクトが対象とされて

　いる。

（4）アラブ資金を導入するため，CCCEま

　たは政府はミッションを派遣して先方との

　接触をはかり協力の条件等を調査すること

　としているが，LDCの具体的な開発計画

　セこは結びつかないグロー一バルな形で資金を
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　集めることとしている。

　　具体的な開発計画にアラブ資金を使用す

　るか否かは，被援助LDCが自ら決定すべ

　き問題であり，また，被援助国がアラブ資

　金を欲する場合には直接アラブ側に要請す

　べきである。このような場合にフランスは

　仲介者とならない。

（5）アラブ資金の取入れにつき，現在5，6

　件のプロジェクトについて交渉中である。

　しかし，アラブ首長国連邦は考えていたほ

　ど資金供給能力をもたず，非アラブ国（イ

　ラン）の資金取入れについても仲々具体化

　するに至らない。

　　現在の主要交渉相手は，クウェート基金，

　サウジアラビア基金およびアラブ・アフリ

　カ開発銀行（BADEA）である。このう

　ち，クウェ…トは開発プロジェクトの検討

　が非常に進んだ段階にあることを要求し，

　融資条件も難しいが，サウジ・アラビアの

　場合はクウェートほど要求は厳しくない。

（6）アラブ諸国の資金供給の内訳について2

　例をあげると，つぎのとおりである。

　①　コンゴー

　　　ブラザビルーボアント。ノアール間鉄

　　道改修工事

②

　　　　　　　　　　　　　108．4百万フラン

　　　　　　　　　　　　　33．4　　ノ！

（7）大部分の被援助LDCの場合，石油危機

　による国際収支面でのショックはフランス

　がカバーしている。すなわち，フランスと

　CCCEの援助対象国との通貨金融関係は，

　次の二つ①Compte　d’avan◎e②Com．

　pte　d’op6rationのうちいずれかの特殊な

　制度の下に置かれている。

世銀を含む援助総額　666百万フラン

BADEA　　　　　　44　　〃

サウジ・アラビア　　　88　　〃

クウェート　　　　　　60　　／ノ

モー一リタニァ

ヌァディブ港改修工事

総額

クウェート
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　（イ）Compte　d’avanceの場合には，フラン

　　ス銀行が相手国に対し一定額のCompte

　　ti　d6couvertを認め，国際収支の赤字が

　　その限度額を上回ったときに，交換可能

　　通貨，金等で決済を受けるというもので

　　ある。

　（ロ）Compte　d’op6rationの場合（この方

　　が通常の形態であるが）には，フランス

　　と相手国との間で貸方と借方の記入が限

　　度なしにおこなわれるので，この相手国

　　にとって国際収支上の問題は起こらない。

　　相手国の対外取引きの収入は，フランス

　　の為替安定基金に集中されるが，その通

　　貨はフランス・フランと自由に交換しう

　　ることとされているので，対外公的債務

　　の問題は発生しない。

　　　対象国は，サハラ以南の仏語圏アフリ

　　カ諸国（ただし，モーリタニアおよびギ

　　ニァを除く）とコモロ共和国である。

　　　対象国の中央銀行の理事会にフランス

　　の中央銀行，大蔵省，経済協力省等の代

　　表者がメンバーとして参加することが条

　　件とされている。

（8）近い将来，日本がCCCEと共同で対L

　DC資金援助をおこなうようになることを

　期待する。

　3－5－〔2〕　7ランス大蔵経済省国庫局

（1）77年においては，OPEC諸国は国際収

　支面で引き続き大幅な黒字を出し，先進国

　のいくつかも黒字を記録した。これに対し

　非産油LDCは相当な赤字を出しており，

　先進国の中にも大幅な赤字国がみられた。

　このような状態が，将来にわたって続くと

　すれぽ国際通貨金融体制そのものを危くす

　るおそれがある。

（2）　このような国際収支不均衡に対処するに

　あたっては，国際資金循環によって一時的

　に赤字を補填するだけでは十分でない。

　　国際収支の均衡を構造的な見地から達成



　するため次の二つの行動がとられた。すな

　わち，①先進国と産油国および非産油L

　DCとの問の南北対話が今後も継続されて

　然るべきと考える。②また，先進国間の

　政策調整は，主要先進国首脳会議などの場

　で図られているが，日本や西ドイッなどの

　黒字国は黒字幅縮小のための努力をおこな

　うべきこと，フランスなどの赤字国は逆方

　向の努力をおこなうべきこと，それぞれの

　国の義務が確認された。

　　しかし，長期的なかつ抜本的な対策が平

　行的にとられなければ当面の調整努力も無

　意味なものとなろう。すなわち，長期的に

　解決すべきつぎの三つの課題がある。

　①LDCの一次産品輸出所得の安定

　②構造的に黒字を出し続けている先進国

　　の問題

　③国際通貨金融面での為替相場の安定お

　　よび流動性創造の問題がそれである。

（3）過去においては民間資本市場の国際資金

　循環に果たす役割は圧倒的に大きく，国際

　金融機関のそれは2次的なものであったが，

　今後数年間のうちに民間では解決しえない

　問題が生ずるおそれがある。したがって国

　際金融機関，特にIMFの役割が期待され

　る。具体的にはIMF資金の拡大，融資条

　件の緩和であるが，特に融資期間を長くす

　る一方，conditionalityは国際収支不均衡

　回復につながるようなものにすることであ

　る。

（4）非産油LDCの国際収支不均衡を解決す

　るため次の2点につきすでに国際間の合意

　がえられていると思われる。

　①LDCの一次産品所得の安定。このた

　　めすでに共通基金の設置が原則的に合意

　　されており，仏もこれを積極的に支持し

　　ている。収支不均衡を国際金融の面から

　　解決しようとしても一次産品価格が無原

　　則に変動するならぽLDCの経済開発を

　　危くし，不均衡是正も無意味となる。
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　②次に先進国からLDCに対する資源の

　　移転であるが，フランスはODAをPN

　　Bの0．7％まで引き上げる決定をし，財

　　政的手当もおこなっている。OECD諸

　　国の平均は，0．32～0．33％であり，全く

　　不十分である。

　　　LDCの累積に対するフランスの基本

　　的立場は，個々の国につきケース・バイ

　　・ケースで検討すべきことは勿論である

　　が，2国間ではなく多国間べ一スで対処

　　すべきと考えている。債務問題を取り扱

　　うにはパリ・クラブなどが適当な場であ

　　ろう。

（5）非産油LDCにとって石油の急激な値上

　りが特に問題である。吸収力に欠けるLD

　Cによる短期的な調整は困難である。主要

　産油国が石油の値上げに当たり分別ある政

　策をとることが望まれる。

（6）　LDCの国際収支赤字の調整，債務問題

　の解決には，国際機関を利用することが最

　も重要であると考える。IMF，世銀など

　のほか，パリ・クラブなどの債権国会議が

　累積債務に苦しむLDCに対する援助問題

　の検討を引き続きおこなうべきである。

（7）民間銀行からの融資に当該LDCがIM

　Fとスタンド・バイ取決めを結んでいるこ

　とが条件とされることがあるが，民間銀行

　と国際金融機関とでは役割が違い，協力に

　も限界がある。協力は重要であるが相互に

　補完し合うということであり，パリ・クラ

　ブもIMFにスタンド・バイ取決めを結ぶ

　ことを望むが肩代りをしてくれとは言わな

　い。民間銀行もあくまでも自分でリスクを

　負うべきである。

（8）産油国の余剰資金のリサイクルについて

　は特効薬があるわけではない。これは，資

　金蓄積国の態度いかんにかかっている。リ

　サイクルには三つの方法がありうるが，ま

　ず第1に金融市場の効果的な機能に期待し

　たい。第2には2国間べ一スでのリサイク
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ルが考えられるが，これはより困難で範囲

も限定されよう。その理由は，2国間ベー

スとなるとこれら両国間に特殊な関係がで

き，政治的，経済的に難しい局面が生ずる

おそれがあるからである。第3には，国際

金融機関を通ずるリサイクルであるが，と

くにIMFが最も重要であり，著しい進展

もみられている。たとえぽ，サウジアラビ

ァは，すでvc　IMFの2番目の資金提供者

になっている。

3－6　0ECD

　入れと先進工業国の景気回復による輸出の

　増大とを前提にして積極的となっている。

　国によっては支払不能という事態が全くな

　いとはいえない。債務は今後とも増大する

　と予想されるが，全体としては，その増加

　率は1973年以前の水準にまで低下するであ

　ろうから，憂慮するほどではないと思う。

（4）債務累積は石油価格上昇以前からあった

　のであり，むしろ石油危機によって民間銀

　行に資金が集中し，それが開発途上国への

　銀行資金の流れを促進した点に留意すべき

　である。

　OECDの国際資金循環と債務累積問題お

よび国際収支不均衡問題についての見解を知

るため，OECDの開発援助委員会を訪問し，

討議をおこなったが，ここでは一般的見解を

うるため，それぞれ異なった人たちに個別に

二つの会合をもった。その見解をまとめるに

あたって，OECD開発援助委員会（1）および

（2）と分けたのはそのためである。

　OECD開発援助委員会（1）と（2）は，われお

れの会談順序にしたがっている。が，内容は

実務的というよりも，基礎的であった。

　OECD援助委員会の見解を要約するとつ

ぎのようになるであろう。

（1）債務累積問題は非産油開発途上国の経済

　構造に根ざすものであり，その解決には長

　期を要する。そこで問題なのは，債務の大

　きさそのものよりも，それをどのように用

　いるかにある。

（2）OPEC諸国はすでにかなりの援助をし

　ており，しかも利益のある開発投資が主で

　ある。他方，公的機関の貸出し条件は厳し

　いので，民間銀行のこれらの国への貸出し

　は大いに評価すべきである。債務累積の将

　来の危険性については，民間銀行は各種の

　予防的政策をとると思うので，心配するこ

　とはないであろう。

（3）一般に開発途上国の経済計画は，対外借
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　以下において，援助委員会（1）と（2）の会談の

内容を示す。

　OECD開発援助委員会（1）

（1）現在の国際収支不均衡と債務累積の問題

　は複雑であり，その解決には長い時間が必

　要である。1973年秋に端を発した石油危機

　が国際収支不均衡の状況を大きく変える契

　機となったことは否定できない。これを契

　機にOPEC諸国（特にサウジ，クウェー

　ト，UAEといった国）に黒字が集中して

　いる。これらの国の経常黒字は年間300億

　ドルに達しよう。

　　資金循環という点から石油危機以後の状

　況を見ると，OPEC諸国に集中した黒字

　が国際的な民間金融機関を通じて債務国に

　還流していることに注目すべきである。こ

　れは，民間の金融機関がLDCに貸出しを

　おこなう場合はリスクもあるが，利益もま

　た大きいことを反映している。石油価格の

　引上げは，OPEC諸国の収入を増加させ，

　OPEC諸国の発展に役立ったと同時に国

　際的な民間金融機関に資金を流入させ，L

　DC向け貸出しに対し，資金的余裕と機会

　を与えたという点は評価できる。

（2）OECDが国際的な債務累積につき憂慮

　している点は次の二点である。



　①保護貿易主義の台頭一各国とも保護

　　貿易主義の持っ弊害については十分理解

　　している。しかし，この政策の持つ即効

　　性は大きな魅力になっている。

　②1DCが債務支払不能に落ち込むこと

　　一LDCがこのような状況に落ち込む

　　ことを防ぐためにも保護貿易主義に走る

　　べきでない。またLDCに対するコンフ

　　ィデンスを維持し，資金の流動性を保つ

　　ことが肝要である。

（3）ここで特に強調しておくべき点は，1973

　年の石油価格引上げがLDCにおける債務

　増大の大きな原因ではないということであ

　る。石油価格の引上げがなくともLDCの

　債務は増大を続けたであろう。むしろ，石

　油危機のために（thanks　to　O】i　Crisis）資

　金が集中したことにより，LDC向けに資

　金が流れるようになったと見るべきである。

　　1973年以前は，民間銀行はL，DCに対し

　融資をおこなおうとはしなかった。ところ

　が，その後の資金集中が銀行に過剰流動性

　を抱え込ませることとなり，LDC融資が

　始まったのである。

（4）債務累積は今後は長期的な傾向線に沿っ

　た累積となろう。すなわち，1973年以降の

　25％の増加率からそれ以前の平均増加率15

　％増にスロー・ダウンするものと思われる。

（5）LDCの借入れ行動としては，今後も市

　中銀行からの借入れに頼ろうとするであろ

　う。これはIMFからの借入れには厳しい

　条件が付くため国内的に大きな問題を起こ

　す可能性があるためである。その例として

　ペルー，エジプトなどをあげることができ

　る。

　　LDCの民間借入れの増加に対し危惧の

　念を抱く向きも多いが，銀行は次のような

　自己防衛措置を採っているのであまり問題

　あるまい。すなわち，

　①経済政策の確立した国に貸付けを集中

　　する
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　②危険は分散する（シンジケート・ロー

　　ン，特定国への集中排除）

　③信用力評価の進歩（特定の方式はない

　　が経済外要素も重要）

　④　民間銀行間の情報交換の進展

　等の措置は危惧の念をやわらげるものであ

　る。

（6）融資対象にも変化が見られる。1973年以

　前は特定のプロジェクトに対する双務的な

　融資が中心であった。しかし，石油危機以

　後国際収支が困難となる国が増え，双務的

　な融資ではこれを賄いきれなくなった。そ

　の後，1976年，77年には黒字国の余剰はユ

　ーロ市場に放出され，市場ではシンジケー

　トを組むことによりLDC向けローンを活

　発化させた。このようなローンは国際収支

　の穴埋めであり，好ましくないが，一つの

　前進といえるであろう。シンジケート・ロ

　ーンは一つの銀行の危険負担が少なくなる

　ため安全な貸付け方法といえよう。また最

　近は金利も柔軟になっていることも進歩で

　ある。

　　なお，最近，民間銀行の損失増加が問題

　となっているが，これはLDC貸付けの増

　加とは無関係である。

（7）円高に関していえぽ，日本は資本輸出を

　進めるべきであると思う。円やマルクがド

　ルに代るべきでないと思っていることは理

　解できる。しかし，貿易の量とファイナン

　スの量とは長期的には平行的に動くもので

　あり，国際的には同・一一のシェアを持つべき

　である。現在のドルはこの点からみて過重

　となっている。この意味からいって円もマ

　ルクもキー・カレンシーにならざるを得ま

　い。（東南アジァの）円ゾーン，マルクゾ

　ーンなどが作られるべきであろう。

　　われわれは日本についての賭をしている。

　それは，日本が黒字累積のため対外援助拡

　大に進まざるを得なくなるかどうかをめぐ

　ってである。われわれは援助拡大の方に賭
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　けている。

（8）LDCの平均15％の債務増加にもう一度

　言及すると，この数字はもちろん決して楽

　観できる数字ではない。深刻な事態も予想

　される。

　　しかし，大きな債務があってもやってい

　ける国もある。確かにパキスタンなどのよ

　うに債務の大き過ぎる国もある。しかし，

　例えば19世紀のカナダ，オーストラリア等

　の債務はもっと大きかった。債務の絶対額

　は問題ではない。債務を持つということは

　必ずしも悪いことではない。L，DCにもい

　ろいろな国がある。債務の80％はダイナミ

　ックな経済力を持った国に集中している。

　たとえば，韓国や南アといった国はその点

　で問題ない。

　　パキスタンやバングラディシュなどは問

　題であるが，しかしこれらの国の債務の額

　は大したことはない。

　　債務累積問題にとって経済外的要素は重

　大な意味を持つが，これらの問題について

　は将来のことであり何とも言えない。

　OECD開発援助委員会（2）

（1）債務累積に対するOECDの見解は，ジ

　ャーナリストや銀行家の主張ほどドラマテ

　ィックなものではない。確かに債務累積と

　いう問題は存在するが，これが世界的に蔓

　延し，国際金融秩序を崩壊させるようなこ

　とはないと思われる。各国ともこの問題に

　対しては柔軟に対応しており，それぞれ対

　策を講じているからである。

　　この問題は，基本的には発展途上国の経

　済構造の問題である。したがって，LDC

　側で輸出の増大に努めるとともに，資金供

　与国側でも現在の短期的な資金供与からよ

　り長期的な資金供与に移行するなど資金供

　与の体系を変える必要がある。

（2）債務累積がLDC諸国の借入れを困難な

　ものとしていることは確かである。この点
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　を解決するには，地域的な国際銀行を合め

た公的機関の役割を強化することが必要と

　なっている。この場合，融資は個々の国の

経常収支の赤字を埋めるためのものではな

　く，経済開発計画に結びついたものである

　ことが重要である。最終的な解決のために

　は個々の国の輸出の増加が基本となるから

　である。

（3）OPEC資金の活用については種々考慮

　しているが，しかし，次のような理由から

　それには限界がある。

　①OPECの援助プログラムは今や重要
　　な意味を持っている。その規模は最近拡

　　充され，対GNP比率では先進国を上回

　　っている。したがって，OECDとして

　　はOPEC諸国に対し，一層の援助支出

　　をおこなうよう圧力をかけることは困難

　　となっている。

　②OPECの金融機関は開発投資を目的

　　としている。この点では先進国の銀行と

　　同様であり，採算の取れないプロジェク

　　トに対しては融資はなされない。ところ

　　が，LDCのプロジェクトには採算の取

　　れないものが多い。融資は善意によって

　　為されるものではなく，受ける側の吸収

　　能力の問題である点に注意が必要であろ

　　う。

（4）現在，先進国は景気の停滞に悩んでおり，

　このため先進国の輸入が減少しLDCの輸

　出増加を妨げている。しかし，LDCは先

　進国の景気回復を見込んで輸出は今後増加

　するとの見通しに基づき開発計画を依然速

　いテンポで進めている。このためにLDC

　の債務が増大している面もある。債務問題

　　と先進国経済動向との関連は否定できない

　　ことは確かである。

　　現在のところ先進国の輸入の伸びは3～

　3．5％と予測されているが，このような低

　　い伸びのためLDCの中には開発テンポを

　落とさざるを得なくなっている国もある。



　輸出が拡大していた時期のように債務を取

　り入れることができなくなったためである。

　　このような状況を背景として見れば，イ

　ンドネシヤが経済発展のプライオリティー

　を産業開発から社会開発へと移行させた点

　は高く評価できる。また，食糧輸入の増加

　が国際収支悪化の大きな要因となっていた

　点を考慮すれぽ，農業開発の重視も賢明な

　策と言える。

（5）債務累積の度合を的確に評価する方式は

　現在のところまだない。現行の経済指標は

　どれを取っても全体を明確に示すものでは

　ない。

　　ただ，それぞれの政府が経済をしっかり

　とコントロールしようとするならば，その

　結果は実態面に反映されてくるということ

　は言える。政治的評価の問題を別にすれば，

　チリなどは短期間で経済を立て直したよい

　例であろう。しかし，このような政府の意

　欲を数値化する手段はない。

3－7　国際決済銀行

　この国際決済銀行の国際資金循環と債務累

積問題についての見解は，調査日程の都合上，

国際決済銀行とたえず緊密に意見の交換をお

こなっている日本銀行ロンドン支店における

会談・討議からまとめられたものである。わ

れわれが得た国際決済銀行の見解はつぎのと

おりである。

（1）開発途上国の債務累積問題は，1975年秋

　頃から取り上げられてきたが，その理由と

　して，つぎの二つをあげることができる。

　（i）先行きの見通しの困難

　（ii）　特定国への特定銀行からの集中的貸

　　　出増

　　ランファルシイBIS調査局長の見解で

　は，民間貸出しが年間250億ドルの範囲内

　に制御されうるならば，今後5年間はすく
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　なくとも「統御可能」である。しかし，そ

　のためには，IMF，世界銀行の強化，お

　よびプロジェクト投資の強化が必要であろ

　う。また債務累積問題は累積国自体の問題

　であり，それが世界的に拡大され，国際経

　済上の大きい問題に発展する可能性はすく

　ない。

（2＞OPEC諸国へ流入した余剰資金は，民

　間銀行を中心とする国際金融市場のネット

　ワークを通して，OPEC諸国の外へ還流

　した。国際収支不均衡のファイナンスとい

　う視点からみて，民間銀行はよく機能した。

（3）1974－77年までの3年半における先進10

　ヵ国グループ以外の先進国の経常収支の累

　積赤字は約740億ドルであり，この期間の

　民間銀行からの借入れは350億ドル増加し

　ている。東欧およびソ連については，経常

　収支の累積赤字と民間銀行の借入れは同額

　の210億ドルに達した。非産油途上国の経

　常収支実質総累積額は約880億ドルで，同

　諸国の民間銀行に対する債務は約500億ド

　ルである。

（4）国際収支不均衡のファイナンスにおける

　民間銀行の果たした役割は以下の理由から

　世界経済にとって有益であった。

　①rg－一の理由として，1973年後半以降，

　　民間銀行によるオイル・サープラスのリ

　　サイクルがなければ世界経済は現在より

　　もさらに悪い状況になっていたであろう。

　　他のタイプの民間機関による資金循環も

　　公的機関によるファイナンスも，同じよ

　　うな速度と効率では機能しえなかったと

　　思われる。したがって民間銀行の仲介な

　　しには世界経済の活動は低下してしまっ

　　たことは確実である。

　②第二の理由として，1960年代に支持さ

　　れていた考え方とは逆に，最近では銀行

　　を通じてのこのような資金循環が経常収

　　支不均衡をこれ以上悪化させることはな

　　いとみられている。民間銀行による資金
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　　循環は石油赤字に関しては60年代とは逆

　　に作用した。

　　　OPEC諸国の今後における黒字累積

　　の予想のもとでは，オイルマネーのリサ

　　イクルに果たした民間銀行のこれまでの

　　貢献からみて，民間銀行を通じての資金

　　循環は不可欠である。

（5）国際的な民間銀行による貸出しについて

　次の三つの問題点をあげることができる。

　①第一は国際流動性の増加はインフレー

　　ションをもたらさないかという点である。

　　中央銀行による巨額の外貨準備は民間銀

　　行貸出しによるものであり，この外貨準

　　備の創出過程においては何らの規制もな

　　されていない。しかし，「このような形

　　での外貨準備の増加は，流動性の供給増

　　加によるインフレーションの進行をもた

　　らすであろう」という懸念はないものと

　　考えている。

　　　その理由としてつぎの二つの理由があ

　　げられる。

　　（i）世界は今なお不況のなかにあり，そ

　　　の生産能力は完全利用の状態には達し

　　　ていない。

　　（ii）民間銀行貸出しという形の外貨準

　　　備は国際流動性の実質的な増加とはみ

　　　なされない。

　②オイルマネーの還流を民間銀行貸出し

　　というチャネルのみに頼ることが効率的

　　であるかという点があげられる。

　③国際収支の調整過程を民間銀行にまか

　　せておいてよいかという点がある。

　　石油輸出国に経常収支の黒字が累積して

　いくという形での世界的な国際収支の不均

　衡が存在するかぎり，大規模なファイナン

　スによる調整が必要である。経常収支の赤

　字に陥っている国にファイナンスをする際

　の評価基準は，赤字国における追加投資に

　よる収益が黒字累積国のそれを上回ること

　である。
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　　ファイナンスと投資とを直結させ，同時

　に借入れ国の返済を容易ならしめるために，

　国際収支上の赤字は長期の資金供与一直

　接投資，プロジェクト・ローン，債券発行

　一によってファイナンスされるべきであ

　る。収支調整に必要な融資が効率的になさ

　れるためには，IMFその他の国際機関が

　その役割を民間銀行から引き継ぐべきであ

　る。しかし，現在のところ，それに必要な

　資金を国際機関に与えるということは現実

　性をもっていない。

（6）国際資金循環のメカニズムを改良する努

　力を惜しんではならないが，現在はその結

　果がかならずしも最適であるとはいえない

　にしても，民間銀行に国際金融の仲介をさ

　せることが必要である。また国際機関には

　民間銀行の手に負えないケースを取り扱う

　ことができるよう十分な資金を供給すべき

　であろう。

（7）過去の趨勢をそのまま将来に延長した場

　合に，民間金融機関に過大な負担を与える

　かどうか，という点に関連して，国際収支

　不均衡，インフレーション，民間銀行依存

　の現状および将来をつぎのように見ている。

　①経常収支の赤字は近い将来には解消し

　　ない。1977年についてみても，その額は

　　多くないが増加していることがすでに知

　　られている。

　　　OPEC加盟国のうち輸入吸収力の低

　　い諸国の経常収支の黒字は減少しそうに

　　ない。また，最近の経験は，先進工業国

　　の中には容易に石油赤字から脱出できな

　　い国があることを示唆している。

　②世界各国のインフレーションの平均値

　　は依然として高いが，国によって格差が

　　あり，インフレーションの克服と成長の

　　促進の程度は世界的にみてかなり不平等

　　である。

　③当然のことながら，民間銀行によるフ

　　ァイナンスは毎年一定不変ではなく，た



　　とえぽ，利子率の趨勢および構造が良好

　　であるときは，債券によるファイナンス

　　の比率が高まる傾向がある。世界的な国

　　際収支不均衡がつづく限り，民間銀行に

　　よるファイナンスの必要性は高まらざる

　　をえない。

（8）アメリカの民間銀行のバランス・シート

　における対外資産の割合はつぎの表に示す

　とおりである。この表が示すごとく，アメ

　リカの民間銀行の対外資産の割合は1970年

　以来，年々増加しており，1977年央におい

　て，その割合は1970年末のほぼ4倍になっ

　ている。

　　　アメリカの民間銀行の総資産

　　　に占める対外資産の割合

1970年末

1973年末

1977年央

5％

13％

19％

1982年末（予測値） 21～22％

　　ヨーロッパの民間銀行の対外資産の割合

　も上昇しており，その割合は，オイル・シ

　ョック以前の1970年においてもすでに大き

　かったが，それは現在のアメリカの民間銀

　行の数字を上回っていた。

（9）上述した（7）の①②③の予想のもとにおい

　て，アメリカの民間銀行のバランス・シー

　トの対外資産の割合にどのような変化が生

　じるかを調べた結果はつぎのとおりである。

　　アメリカの民間銀行の対外資産の絶対額

　は年々250～300億ドルの増加を示している

　が，その増加率は最近かなり減速傾向にあ

　る。こうした傾向が将来5年にわたって続

　き，同時にアメリカの銀行の国内資産の成

　長が年率7％であれば，1982年末までにア

　メリカの銀行の対外資産の割合は21～22％

　に達するであろう。これは現在の状態から

　みてごく僅かの増加にしかすぎない。また

　ヨ・一ロッパの銀行においても同様の結果と

　なろう。
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（10）上記の検討から導かれる結論は以下のご

　とくである。

　①民間銀行が国際収支のファイナンスに

　　関係していっても，それがそのバランス

　　シートに大きな変化をもたらすことには

　　ならない。したがって民間銀行にとって

　　も処理しきれないような問題は生じない。

　②大きな変化が今後発生することはない

　　が，何の対策も必要としない，というわ

　　けにはいかない。

⑳　世界的な国際収支の不均衡を秩序をもっ

　てファイナンスする対策は次のようなもの

　であると考える。

　①　各国の金融状態に関する情報が広く行

　　きわたるようにすること。

　②　IMFのような国際金融機関の資金量

　　を強化し，民間銀行から融資を受けられ

　　ない国々に対して中期の条件付クレジッ

　　トを与えられるようにする。この対策は，

　　そうした国々にとって必要であるぼかり

　　か，信用力のある国々への貸付を阻害す

　　るような事態の発生を防ぐことができる。

　③投資計画（経済開発計画）に密着した融

　　資をおこなうべきで，個々の国の経常収

　　支赤字を埋めるためであってはならない。

　以上に述べてきたところから明らかになっ

たごとく，国際決済銀行は，民間銀行が国際

資金循環に果たす役割に関連してつぎのよう

な見解をもっていることを知る。

（1）民間銀行は赤字国の赤字のファイナンス

　において，これまで重要不可欠な役割を演

　じてきており，今後ともそれは変らない。

（2）現在みられるような国際収支の世界的不

　均衡は今後ともつづくと思われるが，民間

　銀行の貸出しの続行が，流動性の増大を通

　して世界的インフレーションを進行させる

　危険性は少ない。

（3）民間銀行が国際資金循環の主要な担い手

　として行動していく過程において，その対
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　外債権（貸出）残高は増大するが，それは

　民間銀行自身が処理不可能なほどの水準に

　達することはない。

（4）民間銀行のそのような役割を充分に評価

　しているが，しかし，IMFや世界銀行な

　どの国際機関は，民間銀行が現在果たして

　いる役割の一部を分担すべきであり，その

　ため，国際機関の利用可能な資金量の拡大

　をはかる途を講ずべきである。

　これまで，産油国（サウジアラビア．イン

ドネシヤ，イラン）を中心とした考察に加え，

国際機関やイギリス，フランスなど関係国の

債務累積問題についての考えを要約してきた。

考察された範囲が妥当性をかくものではない

と判断されるので，そこから最大公約数的な

結論をだすことは決して危険な手続きではな

いと思われる。ここでその結論を叙述するこ

とは省略する。すでにこの論文の前段におい

てある程度まで結論じみたことが述ぺられて

いること，また各部分において見解の要約を

つけているので，繰り返しをさける方がよい

と思われること，の二つの理由による。

〔付記〕　この調査以来，すでに半年を経過し

　ており，その調査時点に密着した部分につ

　いてはup－to－dateでなくなった部分もあ

　るが，基本的部分については，とくに修正

　を必要としないものと思われる。なお，各

　国での機関別調査の部分は他の参加者との

　協同で得られたものに依存している。

　資料について一言。ここで引用されている

　資料は，訪問した各機関で得られたもので

　あるが，引用されている資料については，

　すべて国際機関または各国政府・中央銀行

　等より公表されでいるものぼかりである。
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